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午前１０時００分 開会  

◎開会・開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。

定足数に達しておりますので、平成２７年

第３回美幌町議会定例会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第1 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１番髙橋秀明さん、２番大

江道男さんを指名いたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 会期の決定

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。

去る６月１６日に、議会運営委員会を開

きましたので、委員長から報告を求めま

す。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君）〔登壇〕 平成２

７年度第３回美幌町議会定例会の開催に当

たりまして、去る６月１６日、議会運営委

員会を開催いたしましたので、その内容と

結果について報告いたします。

本定例会に付議された案件は、人事案件

２件、議案１０件、意見書案５件、報告事

項４件ほかであります。

本日、６月２３日、第１日目は、まず初

めに町長から行政報告を受けます。

その後、一般質問に入りますが、通告順

に戸澤義典さん、中嶋すみ江さん、新鞍峯

雄さん、早瀨仁志さんの４名を予定してい

ます。

第２日目、６月２４日は、前日に引き続

き一般質問を行います。

坂田美栄子さん、大江道男さん、上杉晃

央さん、吉住博幸さん、髙橋秀明さんの５

名を予定しております。

３日目、６月２５日は、前日に引き続き

一般質問を行い、稲垣淳一さん、岡本美代

子さんの２名を予定しています。

その後、議案審議へと入り、同意第４号

副町長の選任についてから議案第５５号美

幌町移住体験住宅条例の制定についてまで

の審議に入ります。

４日目、６月２６日は、議案第５６号平

成２７年度美幌町一般会計補正予算（第１

号）について及び議案第５７号平成２７年

度美幌町病院事業会計補正予算（第１号）

についての議案審議を行い、その後、意見

書案の審議、報告案件などを予定しており

ます。

次に、今定例会において意見書の提出を

求める要請、陳情を６件受理しております

ので、その取り扱いについて報告いたしま

す。

２０１５年原水爆禁止国民平和大行進北

海道実行委員会からの日本政府に核兵器全

面禁止のための決断と行動を求める意見書

採択に関する要請、美幌地区連合会から次

の３件、平成２７年度北海道最低賃金改正

等に関する意見書採択に関する陳情、二つ

目、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率

１／２への復元、「３０人以下学級」の実

現をめざす教職員定数改善、就学保障充実

など２０１６年度国家予算編成における教

育予算確保・拡充に向けた意見書採択に関

する陳情、三つ目、道教委「新たな高校教

育に関する指針」の見直しと地域や子ども

の実態に応じた高校づくりの実現を求める

意見書採択に関する陳情、以上の４件につ

きましては、陳情内容の文言を整理し、そ

れぞれ意見書を作成し、国等の関係機関へ

提出することにいたします。

また、北海道高等学校教職員組合連合会

からの、憲法を守り、日本を海外で戦争す

る国にする戦争立法の廃案を求める意見書

採択に関する陳情につきましては、関係法
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案の慎重審議を求める意見書として関係機

関に提出することといたしました。

なお、美幌地区連合会からの、地方財政

の充実・強化を求める意見書採択に関する

陳情につきましては、資料配付の措置とい

たしました。

以上のとおり、審議を進めることとし、

会期を本日６月２３日から６月２６日まで

の４日間といたします。

審議の進行状況によって、日程の変更を

する場合もありますので、議員及び行政職

員各位におかれましては、理解と御協力を

お願いいたします。

慎重なる審議に皆さんの御協力をお願い

するとともに、行政職員の皆さんには真摯

な答弁と対応を申し上げて議会運営委員会

委員長としての報告といたします。

○議長（大原 昇君） お諮りします。

ただいま議会運営委員会委員長から報告

のあったとおり、本定例会の会期を本日か

ら６月２６日までの４日間としたいと思い

ますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は本日から６月２６日

までの４日間と決定しました。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。

朗読については省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく、出席説明員につきましても、

印刷したもの配付しておりますので、御了

承願います。

なお、鈴木農業委員会会長、明日以降欠

席の旨届け出がありました。

また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため、写真撮影を行いますので御了承

願います。

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。

以上で諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第３ 行政報告

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。

町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日、こ

こに平成２７年第３回美幌町議会定例会が

開催されるに当たり、御出席を賜りました

議員各位に対しまして心から感謝いたしま

すとともに、行政報告と提出案件の概要に

ついて御説明を申し上げます。

行政報告といたしましては、第１に御寄

附についてであります。

去る３月２６日、一般社団法人美幌地区

交通安全協会附設美幌自動車学校代表理事

会長、石澤信勝様から、高齢者の交通事故

抑止対策のために役立てていただきたいと

の御趣旨で、２００万円の御寄附をいただ

いたところであります。

御厚志をありがたくお受けし、御趣旨に

沿って活用してまいります。

第２に、職員の人事異動の発令について

であります。

去る４月１日、人事異動の発令をいたし

たところでありますが、今回の異動は、社

会福祉事業の充実のため、保健福祉グルー

プに主幹職を配置したほか、総合戦略策定

のため、まちづくりグループに主査職を配

置、保健・医療・福祉・介護の連携を強化

するため、国民健康保険病院地域医療連携
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室に室長を配置するなど、組織体制の見直

しを行ったところであります。

また、３月末の定年等による退職者の補

充、在職年数が長い職員の配置がえ、北海

道との職員交流期間満了と新年度の交流に

伴う職員配置並びに、西村光太郎医師、西

野達夫医師及び新規採用職員の採用発令を

行った結果、合計３２名の発令となったと

ころであります。

さらに、５月１日付け異動は、酒井英二

医師の採用発令を、６月１日付け異動は、

又吉章政医師、野崎哲夫医師及び新規採用

職員の採用発令を行ったところでありま

す。

第３に、美幌町立国民健康保険病院の医

師確保についてであります。

国保病院の医師確保につきましては、本

年３月の定例町議会におきまして、４月か

ら６月にかけ、内科、外科、総合診療科及

び泌尿器科の医師が順次着任し、９名の常

勤医師による診療体制となる旨を御報告さ

せていただいたところでありますが、去る

６月１日、高齢社会を迎え、長年の懸案で

ありました常勤の整形外科医師の採用を行

ったところであります。

採用した医師は金沢医科大学卒業で、５

月まで福岡県中間市新中間病院に勤務をし

ていた、又吉章政医師（４８歳）で、６月

１日より診療を開始したところでありま

す。整形外科の診療につきましては、今

後、手術入院も含めた診療体制の充実が期

待されているところであります。

今回の医師招聘により、常勤医師が１０

名体制となりますが、産婦人科医師の招聘

や、眼科の常勤化を含め、今後も引き続き

地域医療を守る観点から、医師確保対策に

取り組んでいく所存でございます。

次に、御提案いたします議案等について

御説明を申し上げます。

人事案件について。まず、本町の副町

長、染谷良氏は、本年６月３０日をもって

任期満了となりますので、後任に平井雄二

氏を選任いたしたく、御同意を賜りたいの

であります。

次に、本町固定資産評価審査委員会委

員、池功司氏は、本年６月２７日をもって

任期満了となりますが、引き続き同氏を選

任いたしたく、御同意を賜りたいのであり

ます。

工事請負契約の締結について。議案第４

８号は、美幌下水終末処理場水処理設備更

新工事（電気）の契約について、入札結果

に基づき議決をいただきたいのでありま

す。

過疎地域自立促進市町村計画の一部変更

について。議案第４９号は、昨年６月に策

定いたしました市町村計画について、平成

２７年度の事業計画に一部変更が生じるこ

とから、過疎地域自立促進特別措置法に基

づき、議決をいただきたいものでありま

す。

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

策定について。議案第５０号は、辺地に係

る公共的施設の総合整備のための財政上の

特別措置等に関する法律に基づき、日並辺

地に係る公共的施設の総合整備計画の策定

を行おうとするものであります。

条例の制定及び改正について。議案第５

１号美幌町附属機関に関する条例の一部を

改正する条例制定については、美幌町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を策定する

に当たり、政府から産業界・行政機関・教

育機関・金融機関・労働団体・メディア等

で構成する推進組織での審議・検討が求め

られていることから、美幌町まち・ひと・

しごと創生推進委員会を設置しようとする

ものであります。

議案第５２号美幌町長等の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

及び議案第５３号美幌町教育委員会教育長

の給与及び勤務時間等に関する条例の一部

を改正する条例制定については、健全な財

政運営の確保及び行政改革の推進を図るた

め、特別職の給与月額を任期中に限って減
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額しようとするものであります。

議案第５４号美幌町へき地保育所条例の

一部を改正する条例制定については、子ど

も・子育て支援法における特例地域型保育

給付を受けるため、保育料のひとり親など

の軽減及び多子軽減を行おうとするもので

あります。

議案第５５号美幌町移住体験住宅条例の

制定については、本町への移住を希望する

方が移住に先立ち、本町の生活を一定期間

にわたり体験できる機会を提供するための

施設の設置、管理、その他必要な事項を定

めようとするものであります。

平成２７年度各会計補正予算について。

まず、一般会計の主なものとしては、ま

ち・ひと・しごと創生推進委員会の設置に

伴う委員報酬として３１万４,０００円。臨

時福祉給付金給付事業費として３,１２４万

２,０００円。子育て世帯臨時特例給付金給

付事業費として９８５万１,０００円。起業

家支援事業補助金として４００万円。スク

ールバス購入事業費として２,０６２万９,

０００円。町民会館改築実施設計委託料と

して５,０２２万３,０００円などの増額補

正を行おうとするものであります。

次に、病院事業会計につきましては、整

形外科医師の採用に伴う給与費等の増額補

正を行おうとするものであります。

報告事項について。まず、繰越明許費繰

越計算書については、平成２６年度一般会

計予算に計上しておりました、道営土地改

良事業の一部及び地域活性化・地域住民生

活等緊急支援交付金事業の全部について、

年度内の予算執行が困難なため、平成２７

年度に繰り越しいたしましたので、御報告

を申し上げる次第であります。

次に、一般財団法人美幌みどりの村振興

公社について、平成２６年度に係る経営状

況の報告書が提出されましたので、御報告

を申し上げる次第であります。

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛賜りますようお願いを申

し上げ、行政報告と提出案件の概要説明と

いたします。

以上、よろしくお願いをいたしたいと思

います。

○議長（大原 昇君） これで行政報告を

終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 一般質問

○議長（大原 昇君） 日程第４ 一般質

問を行います。

通告順により発言を許します。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君）〔登壇〕 ただいま

から、戸澤が初の一般質問をさせていただ

きます。

事前に通告しておりますが、大きく３項

目について質問いたします。

まず第１に、美幌駐屯部隊充実整備期成

会の陳情の現状と、今後の考え方につい

て。

第２に、災害発生時における情報の共有

要領について。

そして最後に、町内各施設等の整備計画

の現況についてを質問いたします。

まず第１の陳情の現状ですが、美幌駐屯

部隊の存置・充実の観点から、美幌駐屯部

隊充実整備期成会として、陳情活動を行っ

ておりますが、それらの現状・成果とし

て、一つ目、陳情活動はいつごろから行わ

れ、今までにどのような陳情したのか、そ

してその内容と成果は。

二つ目、現在の陳情状況は。

三つ目、今後の陳情の考え方について。

以上３点についてお聞きしたいと思いま

す。

次に、第２の情報の共有ですが、２点あ

ります。

その１点目は、災害対策本部を設置しな

くてはならない災害が発生した場合、災害

対策本部を設置することとなっております

が、本部はどこに設置をし、何を準備をす



－ 7－

るのか。内部の配置はどうすべきか。ま

た、対策会議を開く場合の関係機関の参集

者と席順は、等々、やるべきことは山ほど

あると認識しております。

災害が発生した場合、整斉かつ迅速に対

策本部を設置するためには、それら一連の

行動をマニュアル化しておくことが重要で

あると考えますが、現状はどうでしょう

か。

また、災害発生時の職員個々の行動はど

うでしょうか。

私も、東日本大震災で、宮城県石巻市に

災害派遣をされ活動した経験があります

が、各避難場に物資等を届ける際、避難場

にいる市役所職員等調整を行いました。

各避難所ごとに職員が配置をされ、避難

住民のニーズの把握や、諸問題の解消と関

係機関等の調整に当たっていました。

美幌町においても、防災計画では各地域

に避難所を指定し、運営管理者または避難

所連絡員等を配置するとなっています。

また、報徳に防災資機材を備蓄していま

すが、ある時期には各避難所へ配分するこ

とが必要であると思います。それら行動を

職員個々が日ごろから認識しておくこと

が、いざ災害が発生したとき、整斉かつ迅

速に行動できることにつながると思いま

す。

そこで質問ですが、防災計画に各班等の

業務分担はありますが、そこに所属する職

員が初動時に行動できるマニュアルはある

のでしょうか。ないとすれば、今後マニュ

アル化する考えはありますか。

次に２点目ですが、例えば竜巻とか、雌

阿寒岳の噴火あるいはひょうの落下等の災

害が発生した場合、人的被害、農地被害、

建物被害が同時に起こる可能性があります

が、防災計画では、人的被害は財務・契約

財産班、農業関係の被害は農政班等となっ

ております。

美幌町内の広い地域の被害状況を効率的

に把握するため、それら被害の状況把握は

どのように行われているのでしょうか。そ

して、その被害状況は、いつ、どのように

町長の耳に入るのでしょうか。また、それ

ら被害状況は他部局あるいは関係機関の誰

が来ても一目瞭然で情報共有できるように

なっているのか伺いたいと思います。

最後に、第３の整備計画ですが、２点あ

ります。

まず１点目は、体育施設、教育施設、文

化施設、アウトドア施設等、町内には数多

くの公共施設が存在をし、それら施設の改

修、新築、取り壊し等に関して、一元化し

ておく必要があると思います。

１０年後あるいは３０年後を見据えた長

期的な整備計画はあるのでしょうか。

次に２点目ですが、みどりの村には博物

館、エコハウス、キャンプ場等いろいろな

施設があり、１カ所で有意義に過ごせる場

所であると認識しております。

しかし、町外者はもとより、町内者でも

その価値観を認識していない方が数多くい

ると感じております。また、冬季にはほと

んど利用価値が少ないと思っております。

今、駅２階にある林業館に木育広場をつ

くろうという動きがありますが、みどりの

村にある既存施設につくるとか、あるいは

和牛まつりとか、冬まつりとかをみどりの

村でやるとかすれば、人が集まりＰＲ効果

が大であると考えます。

また、民間団体の「桜の名所を創る会」

が今までに１，０００本近くの桜を植樹し

ており、１０年後、３０年後には桜の名所

となる可能性を秘めております。

そこで質問ですが、みどりの村の将来像

をどのように考えているのか伺いたいと思

います。

以上、３項目７点についてお伺いいたし

ます。よろしくお願いをいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 戸澤議員

の御質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。
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初めに、美幌駐屯部隊充実整備期成会の

陳情の現状と今後の考え方について、過去

の陳情内容とその成果についてであります

が、美幌駐屯部隊充実整備期成会は、第５

師団の旅団化に伴う隊員の削減阻止と新た

な部隊の誘致運動に全町を挙げて取り組む

ため、平成６年１０月に発足したところで

あります。

陳情活動につきましては、期成会発足前

の昭和６３年６月から、防衛関係各方面に

対して行ってきたところであります。

内容につきましては、美幌駐屯地の存置

及び充実強化、美幌駐屯部隊の増強及び施

設整備、充足整備及び新たな部隊の配置に

ついて陳情してきたところであります。

陳情の成果につきましては、平成１６年

に閣議決定された、いわゆる１６防衛大綱

において、陸上自衛隊定数の５,０００人削

減や、戦車、火砲の削減が示され、第６普

通科連隊及び第１０１特科大隊への影響が

懸念されたところでありましたが、陳情活

動の結果、美幌駐屯地の人員削減を阻止で

きたものと受けとめております。

さらに、平成２５年１２月に策定された

新たな防衛計画大綱において、陸上自衛隊

の定数が１５万９,０００人を維持されたこ

と、中期防衛力整備計画において、全国の

部隊による北海道の良好な訓練環境の活用

拡大と具体的に訓練の道場として評価され

たことなど、期成会及び北海道自衛隊駐屯

地等連絡協議会におけるこれまでの活動の

成果があらわれたものと受けとめていると

ころであります。

現在の陳情状況につきましては、本年２

月９日から１０日にかけて、第５旅団、第

１特科団及び北部方面総監部へ陳情を行っ

たところであります。

さらに、２月１６日から１８日にかけて

は、陸上幕僚監部、防衛省内局、地元選出

国会議員、防衛関係議員の先生方に対して

陳情を行ったところであり、項目といたし

ましては、新編部隊（施設科）の配置及び

特科隊の配置。二つ目に、２０３ミリ自走

榴弾砲後継火砲の早期導入。三つ目としま

して、保養施設を兼ね備えた教育訓練施設

の整備について。四つ目といたしまして、

駐屯地と地域コミュニティとの連携に関す

る事項についての４項目とし、具体的かつ

提案型の陳情を行っております。

今後の陳情内容の考え方につきまして

は、新たな防衛大綱で示された統合機動防

衛力を構築するため、第５旅団の機動旅団

への改編が予定されていること並びに戦車

及び火砲の削減が示されたことから、第６

普通科連隊及び第１０１特科大隊が駐屯す

る陸上自衛隊美幌駐屯地への影響を危惧し

ているところであります。

このようなことから、北の守りを基本と

して、国の守りがあることを共通認識し、

道東地域住民の安全安心を確保するため、

美幌町議会を初め、協力諸団体と連携を図

り、駐屯部隊の充実整備に向け、新たな部

隊の配置など、より効果的で具体的な提案

型の陳情を行い、さらなる活動を展開して

まいりますので、引き続き御支援、御協力

をお願いをいたしたいと思います。

次に、災害発生時における情報の共有要

領について、対策本部設置等に伴うマニュ

アル化についてでありますが、災害が発生

し、また発生する恐れがある場合におい

て、災害予防・応急対策を迅速かつ的確に

実施するため、必要な職員の配置をとるも

のとして、災害対策本部の業務分担につい

て、地域防災計画に定めております。

災害による被害を最小限に抑えるために

必要なことは、各職員が速やかに定められ

た持ち場につき、それぞれの分担に基づ

き、遅滞なく活動に取りかかることであ

り、災害が発生しても慌てないよう、自ら

防災意識を高めるとともに、いざというと

きに何をすべきか、各自が正しい知識を身

につけることが重要であると認識している

ところであります。

御質問の災害時における職員の初動時の
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マニュアルについては、現在整備をしてお

りませんが、いざというときに、各職員が

即座に対応できるようにしておくために

は、平時から災害時の行動について認識し

ておくことが重要であることから、職員初

動マニュアル及び職員初動カードの作成に

当たっているところであり、訓練の実施を

含めた防災対応に必要となる方策につい

て、充実してまいりたいと考えておりま

す。

防災対応につきましては、町民の生命、

身体及び財産を保護する観点から、今後も

万全の体制を期して取り組んでいく所存で

ありますので、御理解を賜りたいと思いま

す。

次に、災害状況の把握要領と情報の共有

要領についてでありますが、災害時におい

て、災害応急対策に必要な措置を実施する

ため、災害情報及び被害状況を迅速かつ的

確に収集するための計画として、災害情報

等の報告、収集及び伝達計画を地域防災計

画に定めております。

町が異常現象の通報を受けた場合には、

総務主幹から町長、副町長、総務部長に報

告するとともに、災害発生時には、その規

模、被害状況により、関係機関に通知が必

要と町長が認めたときは、関係機関へ通知

し、町民に周知徹底を図るものとしてお

り、町長へは、その都度報告することとし

ております。

被害状況の調査、収集及び伝達について

は、災害対策本部長は所管部長を通して、

関係職員を現地に派遣するものとし、派遣

職員は現地の実態を的確に把握し、所管部

長を通じて町長に報告することとしており

ます。

また、被害状況が広範囲となる状況にお

いては、民間業者に応援を求めるととも

に、関係機関との情報交換を行いながら、

効率的に情報を収集しており、これらの情

報については、対策本部において一括集約

し、誰もが情報共有できるようにしており

ますので、御理解願います。

次に、町内各施設等の整備計画の現況に

ついて、町が管轄する各施設整備の考え方

についてでありますが、まず、中長期的な

整備計画として最上位計画である総合計画

があります。

この計画はまちづくりの目標を定め、そ

の目標を達成するための施策をまとめてい

るもので、現在、来年度から１１年間の第

６期美幌町総合計画の策定を進めていると

ころであります。この総合計画に基づき、

町民へのサービスの向上や都市機能の充実

を図るため、さまざまな公共施設の整備を

進めてきております。

しかしながら、施設の老朽化などに伴

い、今後、大規模な改修や建てかえが必要

となるばかりでなく、同時期に集中するこ

とも懸念されております。

一方で、少子高齢化・人口減少に伴い、

高齢者福祉を初めとする扶助費など社会保

障費の増加と生産年齢人口の減少による町

税等の収入減少を招き、厳しい財政運営が

予想される状況にあります。

このような状況を踏まえ、将来を見据え

た公共施設のあり方について、次期総合計

画にあわせて、公共施設の全体を把握し、

長期的な視点をもって、更新・統廃合・長

寿命化などを計画的に行うこととしており

ます。

さらに、財政負担を軽減・平準化すると

ともに、公共施設の適切な配置を実現し、

時代に即したまちづくりを行っていくこと

も必要となり、平成２７年度、平成２８年

度の２カ年で公共施設等総合管理計画を策

定し、適正な管理運営を推進して推進する

考えであります。

次に、みどりの村の将来像についてであ

りますが、みどりの村にはさまざまな施設

を初め、豊かな自然・資源を有しており、

それらを生かした取り組みが、現在、博物

館やみどりの村振興公社で進められてきて

おり、みどりの村全体の利用者が平成２１
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年度、４万１,１０７人でありましたが、平

成２５年度には５万１,１３６人と、この５

年間で１万人を超える利用者の増加につな

がっているところであります。このこと

は、着実にみどりの村の認知度が高まって

いるものと認識しているとこであります。

利用者増加に対する取り組みは、知恵と

創意工夫により、まだまだ期待できるもの

であり、みどりの村が持っている価値観を

多くの方々に理解していただける取り組み

を引き続き進めていきたいと考えておりま

す。

冬期間の利活用についても、現在、かん

じきウォーキングやクリスマスイルミネー

ションなど、季節を生かしたイベントによ

り多くの参加をいただいているいるところ

であります。

また、イベント以外においても、森林公

園を利用した、かんじきウォーキングを楽

しむ方々も年々増加してきております。

さまざまなイベントや施設造成によるＰ

Ｒについてでありますが、みどりの村の各

種イベントにおける参加者も町内外より増

加してきていることから、一定のＰＲ効果

はあらわれているものと思いますが、今後

とも引き続き積極的なＰＲを図ってまいり

たいと考えております。

みどりの村の将来像との御質問でありま

すが、みどりの村には「桜の名所を創る

会」の地道な植樹を初め、長い年月をかけ

てつくり出されたさまざまな資源があり、

その資源を有効活用することで、将来にわ

たり、町民の方々にとって必要な施設とな

るよう努めてまいります。

今年度、みどりの村あり方検討委員会を

設置し、事業方法、運営方法、施設利用方

法などについて検討を図ることといたして

おり、検討委員会の中で、みどりの村の今

後の方向性について整理をしていきたいと

考えております。

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） それでは、期成会

の陳情について再質問させていただきま

す。

期成会発足前の昭和６３年から陳情活動

は行われてきたということで、自衛官ＯＢ

として感謝いたしております。

そこで、少しでも陳情の成果を上げるた

めには、お互いの理論、利益を一致させる

ことが近道と考えます。

先ほど町長も述べておりましたが、平成

２５年１２月に新大綱が策定をされ、ま

た、平成２６年度から平成３０年度を対象

とした中期防衛力整備計画、いわゆる新中

期防が閣議決定されました。新大綱では、

総合機動防衛力の基本的考え方のもと、北

海道の部隊は全て機動運用部隊として再編

されることとなります。第５旅団も第５機

動旅団として改変されます。

そこで何が変わってくるかということで

すが、機動旅団には、各種事態に即応する

即応機動連隊を新編することとなっていま

す。新しい部隊ができるとは思いません

が、帯広の４連隊、釧路の２７連隊、そし

て美幌の６連隊のどこか一個部隊が即応機

動連隊として新編あるいは改編されること

となります。

そうなると、機動先頭車が導入され、隊

員も増員される可能性があります。６連隊

長の考えもあると思いますが、そういう部

隊をぜひ美幌にという要望をすれば、実現

の可能性は出てくるのではないでしょう

か。

それともう一つ、先ほどの町長の答弁と

異なりますが、平成１６年に師団が旅団に

改編をされ、隊員数も大きく削減されまし

た。

しかしながら、当時は充足率が高く、５

特３大隊と６連重迫中隊の改編分の影響だ

けでした。その充足率も年々減少し、今で

は当時から比べると相当数の隊員が減って
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おります。それこそ、１人２役、３役をこ

なしている状況です。当時と編制の定数が

変わらないのに、西方を重視して隊員を移

動させているのですから、当然といえば当

然の結果だと思います。町長も述べており

ましたが、陸上自衛官定数が１５万９,００

０人を維持されました。

しかしながら、与那国島への沿岸監視部

隊の配備や、南西地域の島嶼部に平素から

部隊を配置する等の計画から、今後は東北

方、北方からどんどん隊員が移動していく

こととなると思われます。そうすると、自

衛官定数がふえたわけではないので、北方

の現員は減ることとなります。

そこで、ロシアの脅威は昔も今も変わら

ないのですから、せめてロシアとの国境に

近いオホーツクの部隊は充足をもっと上げ

てほしいという要望をしてもよいと思いま

す。

低充足化で頑張っている隊員も喜ぶこと

と思います。そういった美幌駐屯地の特性

を踏まえた要望をしていくことも重要かと

思いますが、町長いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、戸澤議員がお

っしゃったように、半島嶼面、南島嶼面重

視ということで、その中で、北方から人が

動くというようなことを心配しておりま

す。

ただ、今回の２５年の大綱の中では、陸

上自衛隊の隊員数１５万９,０００人、そし

て北海道内３万７,０００人という、この体

制をしっかり守るということでありますけ

ども、総枠では守られても、あとその移動

がどうなるのか、道内での移動がどうなる

のかという心配もあります。

オール北海道１７９市町村と北海道庁が

加盟する駐屯地連協という組織がありま

す。オール北海道で、この北海道の自衛隊

を守っていこう、陸上自衛隊を守っていこ

うという組織がありますけども、その組織

の、私は第５旅団を代表して副会長をやら

せていただいております。北海道全体の自

衛隊を守るというようなことの活動もやり

ながら、この美幌駐屯地あるいは駐屯部隊

の充実も図らなければいけないということ

で、時によっては大変厳しい判断を迫られ

ることもあると思います。

いずれにしろ、このオホーツクを守る、

北の守りがあってこそ日本の守りがある

と、基本であるということは、私も戸澤議

員と同じ考え方であります。ここをしっか

り守ることで、初めて日本全体の防衛が、

国を守るということがしっかりとできると

思っていますので、引き続き協力諸団体、

関係団体と力を合わせて、美幌駐屯地駐屯

部隊の充実整備には当たっていきたいと、

そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 先ほど陳情につき

ましては、部隊の特性を踏まえてというこ

とを述べましたが、隊員が減らないように

何とか美幌駐屯地のためになるような陳情

活動を引き続き行っていただきたいと思い

ます。

陳情についての質問を終わらせていただ

き、次に、災害発生時のマニュアル化につ

いて再質問をさせていただきます。

地域防災計画にある業務分担について

は、それぞれの職場でのセクションに与え

られた任務であり、その中で各人が何をす

べきかまで任務付与されていないと認識し

ております。

例えば、Ａさんは災害発生時には、町民

会館に行って非難民の個人の確認と物資の

配分、それが終わったならば引き続き避難

民のニーズ把握と調整をしなさいという任

務を日ごろからマニュアル化されていたな

らば、Ａさんは心の準備は当然のこと、避

難所で任務をこなすための物の準備も事前

にできるわけです。

また、対策本部の内部配置をする場合

に、地図、被害状況図、対策要領、災害対
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応の組織図、配席図、時計等ふだんから準

備しておかなくてはならない物品もたくさ

んあります。それら物品は、ふだんどこに

収納され、誰が準備するのか、配置はどう

するのか、マニュアル化しておかないと迅

速な対応ができません。

ことし３月の定例議会で、中嶋議員から

も同様な質問があり、現在は職員初動マニ

ュアル及び職員初動カードを作成している

ということですから、それに加えてぜひ災

害対策本部準備マニュアルも作成していた

だきたいと思います。

一度作成しておけば、職員の異動があっ

たとしても、マニュアルを確認すれば理解

容易になります。こういうものは、目に見

えてきませんけども、災害が発生した場

合、必ず職員の初動に役立つと思います。

努めて早期に作成していただきたいと思い

ますが、町長いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、戸澤議員から

御質問ありましたけれども、例えばの組織

図的には何を担当するというのはあります

けども、具体的にＡ氏については何をする

というような決めはありません。

ただ、対策本部ができると、対策本部の

要領に従って、参集範囲が決まってきま

す。それによって参集してきます。そし

て、その中でそれぞれ指示を受けて、それ

ぞれの役割分担の中で災害対応をしていく

ということになっております。

それで、今質問にありました３月定例会

のときに中嶋議員のほうからマニュアルと

いうか、各自が何をすべきかということ

を、しっかりと日ごろから認識するための

方法を提案していただきました。それに沿

って今、準備を進めているところでありま

すので、詳しくは担当主幹のほうから答弁

させていただきたいと思います。

いずれにしろ、平時にあって有時のこと

を考えて準備をするということが、やはり

極めて重要なことだと思っておりますの

で、もちろんそれぞれの職員は有時にあっ

た行動をイメージとして頭の中で描いて、

それで対応してくれると思っていますが、

なおそういったマニュアル化をして、より

対応できるような方策も考えていきたい

と、そのように考えております。

○議長（大原 昇君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 庁内災害対策

本部の設置の関係でございますが、災害が

発生し、また発生のおそれがある場合に、

町長が必要と認めるときに設置をするとい

うことで、本部につきましては、本庁舎の

ほうに設置をするということが原則となっ

ているところでございます。

ただ、本庁舎が地震などによりまして、

被害を受け使用ができない場合には、速や

かに他の施設を決定して設置をするという

ことでございます。

本部時の参集でございますが、本部長に

つきましては町長、それから副本部長につ

きましては副町長、本部員につきまして

は、教育長以下、部長職がなっているとこ

ろでございまして、担当といたしまして

は、私、総務主幹と総務グループの防災担

当が入って、対策本部を運営するという状

況になっております。

それで、マニュアルの関係でございます

が、現在作成しているマニュアルにつきま

しては、避難所運営マニュアル、それから

避難勧告等の判断・伝達マニュアル、それ

と非常通信対応マニュアルということで、

三つのマニュアルを作成しているところで

ございますが、３月の一般質問で中嶋議員

からありました職員初動対応マニュアルに

つきましても、現在作成をしているところ

でございまして、その中で具体的に避難所

での配置人数ですとか、そういうものを設

定していきたいと考えているところでござ

います。

いずれにいたしましても、災害の対応に

つきましては、町民の安全安心を第１に考

えまして、対応してまいりたいと考えてお
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りますので、よろしくお願いいたします。

それと、地図、時計等はどこに置いてい

るのかということでございますが、特にそ

ういう特別な地図をどこかに保管している

ということではございませんが、例えば建

設水道部におきましては、町内の被害状況

を把握するために道路、町道の道路網図が

ありますので、全町の道路網図、それから

市街地区の道路網図、それと住宅ですとゼ

ンリンの地図ですとか、そういうものを利

用して、被害状況等の把握、それから確認

等を行っているところでございます。

以上です。よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） マニュアルについ

ては、現在作成しているということであり

ましたので、ぜひ、先ほど申しました対策

本部の準備マニュアル、これもつけ加えて

作成していただければと思います。今後の

できばえに期待をしたいと考えておりま

す。

次は、災害発生時の情報の共有要領につ

いて再質問をさせていただきます。

先ほど、被害の状況把握は関係職員を現

地に派遣をし、現地の実態を的確に把握

し、所管部長を通じて町長に報告する。ま

た、それら情報は対策本部において一括集

約し、誰もが情報共有できるとありました

けども、それら被害状況は地図に展開され

ていると認識してよいのでしょうか。

また、地図ならば、どのような地図を使

用しているのかお伺いしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 被害状況の把

握でございますが、被害状況につきまして

は対策本部、総務部に設置をしております

が、そこのホワイトボードを利用しまし

て、ホワイトボードに被害状況ですとか、

時間などについて記入をしているところで

ございます。

状況によりましては、先ほど説明をさせ

ていただきました道路網図ですとか、ゼン

リンの住宅地図等を使いまして、被害状況

等について記入をしているという状況でご

ざいます。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 現在、自衛隊で

は、ＵＴＭグリッド入り地図というものを

使用しております。

このＵＴＭグリッド地図とは、ユニバー

サル横メルカトル図法で作成をされた地図

上に縦軸、横軸のグリッド線、格子状の線

が配置をされて、その座標軸により地球上

における位置を特定するもので、経度・緯

度と比べて、通常６桁から８桁と少ない桁

数で位置を詳細に伝達できるという特徴が

あります。

東日本大震災では、地図の課題として一

つ目、機関ごとに使用する地図が異なって

おり、情報共有に時間を要した。二つ目、

住所情報の伝達において、聞き間違い等が

発生をし、誤情報による混乱があった。三

つ目、管外の救助部隊は土地感がないた

め、住所情報から位置を特定するのに時間

を要したといった問題が発生をいたしまし

た。

平成２４年１１月に、中部圏地震防災基

本戦略が策定をされ、その検討すべき個別

項目に、防災機関が使用する共通地図の作

成が位置づけられました。

その後、戦略会議のコアメンバー２０機

関による共通地図の打ち合わせが行われ、

中部圏の愛知県、三重県、岐阜県、中部管

区警察局、第４管区海上保安部、陸上自衛

隊第１０師団では、自衛隊使用のＵＴＭグ

リッド地図を共通地図とすることが決定を

されました。

現在、ほとんどのスマートフォンにはＧ

ＰＳ機能がついており、事故位置をＵＴＭ

であらわすこともできます。

地図の読み方も至って簡単で、一つの格

子状の線は１キロメートル掛ける１キロメ
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ートルというようになっており、縮尺１万

キロメートルの地図であれば、１０センチ

メートルが１キロメートル。縮尺２万５,０

００キロメートルの地図であれば４センチ

メートルが１キロメートルとなります。１

万キロメートルであれば通常８桁で、２万

５,０００キロメートルの地図であれば６桁

で読めば位置が特定できます。地図の縮尺

が大きくなればなるほど誤差が少なくなり

ます。

言葉で説明してもわかりづらいと思いま

すが、特に詳細な位置確認と、情報を共有

するためには便利な地図だと思います。

オホーツク総合振興局管内の自治体で

は、まだどこも採用していないと思いま

す。オホーツク総合振興局には導入の動き

があるようですが、いち早く美幌町が採用

することをおすすめいたします。

そうすれば、他の自治体からも問い合わ

せがあり、さすが自衛隊の町と称賛される

ことと思います。町長いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ＵＴＭというので

すか、グリッド地図の用意ということで、

ＧＰＳにも対応できるということで、私ど

もの町もそういうものは採用しておりませ

んし、ただ、今大きな示唆をいただいたの

は、やはり大規模災害になってこの地域だ

けで始末がつかないと、外からの力を借り

て災害対応をしなければいけないといった

場合、誤報というようなことは十分あると

思います。

例えば、住所の字名の聞き違いだとか、

字名どこに行ってどうなるというのが全く

わからないというようなことで、災害対応

がおくれるというようなことも、今お聞き

してそう思いましたので、幾らぐらいかか

るものかもちょっとわかりませんけども、

いずれにしろ今後、大規模災害が発生した

時には外からの力も借りるということを想

定すると、そういうことも必要になってく

ると思います。

ただ、今我々の範囲では、住所もどこに

何があって、何々さんの家はどこだという

のがわかっているので、そういうところに

安心して準備をしてこなかったということ

もあると思いますので、今後の研究課題に

させていただきたいと、そのように思って

おります。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 例えば、町の中の

災害ですと、確かに町名とか言えばわかる

と思いますけれども、特に登栄の山ですと

か、山の中での災害が発生した場合、土砂

崩れがあったとか、林道が通行止めになっ

た場合に、林班図等あると思いますけど

も、林班図においてもポイントが載ってい

る場所に災害が起きていればすぐわかると

思います。

しかしながら、災害はそう都合よく起き

てくれませんので、山のどこにおいてもＧ

ＰＳさえ機能すれば、座標が詳細にわかり

ますので、特に市外地において十分有効に

活用できる、また、山の中で山菜採りに行

っている人がいなくなったといった場合

も、その地図を先ほど言いました１キロメ

ートル四方を升にして、このエリアは捜索

終わったよ、このエリアはまだですよとい

うのが一目瞭然にわかりますので、非常に

便利な地図だと思います。

あと、予算につきましても、現地図にグ

リッド線を入れてもらうだけという、至っ

て何千万、何百万円もかかるというような

代物ではありませんので、ぜひ自衛隊の担

当者に確認していただければわかると思い

ますので、導入のほうを御検討いただきた

いと思います。

続きまして、各施設の整備計画について

再質問させていただきます。第６期美幌町

総合計画を作成中ということは承知をして

おりますけども、その中に各施設の長期的

な整備計画はあるのでしょうか。

先ほどの答弁では、平成２７年度と２８



－ 15－

年度の２カ年で、公共施設等総合管理計画

を策定するとのことでしたけども、その計

画とはどのようなものか伺いたいと思いま

す。

○議長（大原 昇君） 契約財産主幹。

○契約財産主幹（石坂 聡君） 国の要請

を受けまして、公共施設等総合管理計画に

ついては、２８年までにすることで、それ

も経費に対する財源負担もカバーされると

いうことになっています。

内容的には、国の状況からしますと、老

朽化する施設が多く出ています。その中

で、建設年が西暦１９００年ですけれど、

その時期にたくさん建築されていますの

で、それが更新時期を集中的に出てくると

いうこともあって、国のほうでは老朽対策

をするということで、手法にそういう要請

をかけております。町としても、その要請

を受けた中で、整理していくという形にな

ります。

第６期計画について、今１１年という計

画の中でやっているわけですけれど、その

策定についてはその期間の中での整理でご

ざいます。そこに対する施設の整備とか、

そういう話についても、総合計画の中で整

理されると。同時に、人口ビジョンの話と

か、地方創生の話での戦略的な話というの

も同時に動き出します。公共施設等総合管

理計画については、それに沿って整理する

と。

ただ、状況的には、例えば、建物でいえ

ば３０年を超える建物が５０％を超えてい

ます。これで１０年たつと、鉄筋コンクリ

ートで言えば、耐用年数は４０年、ないし

４２年という話でございますので、そうい

う意味では相当老朽化している施設がでて

きます。それと同時に、総合管理計画につ

いては、社会インフラの道路、橋梁、公

園、そういうものも含めて、総合管理計画

の中で整理していくと。内容的には将来的

な公共サービス料をどうやって適正に整理

していくか。施設についても適正な配置を

考えていかなくてはならないというのは、

先ほど言いましたけれども、人口も少子高

齢化の中で、なかなか財源が出てこないと

いう話も出てきますので、そういう意味で

の整理をしていきたいということになりま

す。以上です。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 私がちょっとイメ

ージしているものは、左の縦軸に各施設名

があって、上の横軸に年度があって、その

中に整備項目があるようなものです。

例えば、どこどこの施設、何年度屋根改

修とか、そういったようなものをちょっと

イメージしているのですけども、それも、

各所管を超えて、美幌町の施設が全て含ま

れているもの、その中に、概ねの予算が入

っていれば、さらにベストだと思うのです

けども、そういうものを作成しておくこと

によって、施設の管理運営がより適正にで

きるのではないかというふうに思います。

例えば、所管ごとに作成、保有していて

も余り意味がないと思います。それを一元

化してこそ、全体像が見えて整備の優先順

位もつけることができるのではないかと思

います。

また、予算措置をするにしても、例え

ば、再来年度には旧美幌中学校の解体があ

るから、来年度の予算を少し蓄えて再来年

度計画しようとか、そういうことも見えて

くるのではないかと思います。それら長期

的な計画をもとに、今度は単年度の、３年

程度を見据えた中期計画を作成し、それを

実行計画とすれば、さらに良い計画が出て

くるのではないかと思いますが、いかがで

しょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 今、戸澤議員

の長期的な公共施設の維持、あるいは新築

も含めた、そういう計画というのは当然、

必要だというのは認識しております。

なかなか持っている計画では、最長１０
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年というのが実態でありまして、２０年、

３０年後というのは施設そのもののあり方

も含めて、あるいは、必要性と言います

か、用途、それから維持をどこまでしてい

くのか、ストックの状況です。あるいは、

町の規模が一体どうなっていくのか、まさ

に今総合計画の中で１番問題になっている

のが、町の規模であります。その規模によ

って、そういった公共施設のあり方が大き

く変わってくると。

もう一つは、やはり財源問題というの

も、今１０年の計画というのは一応持って

おりますけれども、２０年、３０年をどう

やって見ていくかと言うのが、いかんせん

実態といたしましては、町の収入財源の約

４割が地方交付税が占めるというような、

依存財源に頼らざるを得ないと。この交付

税がどう変わっていくかによっては、町の

財政というのはがらっと変わってしまうと

いうことで、なかなか町だけの判断ではい

かない、要するに、国の政策を注視してい

かなくてはならないということで、実はそ

こで大きく左右されるとこであります。

その中で、今、１０年の計画をつくる中

で、それをまた見直しながらということ

で、できるだけ長期のものの計画は必要だ

ということは十分認識しておりますが、ま

た施設につきましては、当然、３０年、４

０年、５０年、あるいはもっと長い施設も

ありますので、そういったものをどう維持

していくかというのは当然必要なものです

から、そういったものも含める中で、でき

るだけ長い計画というのを十分認識した中

で、今後検討進めてまいりたいと思ってお

ります。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） ３０年計画と言い

ますのは、理想でもいいと思うのです。理

想でここにこういう施設があったらいいな

と、それを実行に移すのは先ほど言いまし

た３年度の短期計画なりますので、またそ

れを１回つくってしまえば見直さないとい

うわけではありませんので、毎年、あるい

は５年に１回見直すことでもいいと思いま

す。そういう計画があるかないかによっ

て、美幌町の将来のあり方というのが、や

はり行き当たりばったりではなくて、ちゃ

んと計画があるのだよということで示して

いただければいいのかなというふうに思い

ます。

ちょっと時間がありませんので、最後に

みどりの村の将来像について再質問させて

いただきます。

確かに、多種多様なイベント等を実施

し、利用者が増加しているのは承知してお

ります。

私の思いは、湧別のチューリップ公園で

すとか、東藻琴の芝桜公園、遠軽の太陽の

丘公園のような町外の方々にも認知をさ

れ、多くの人が集う公園になってほしいと

いう思いがあります。

美幌には管外からも数多くの参加を得て

いる観光和牛まつりがあります。ステージ

を作製し、トイレを設置し、多くの労力を

要しておりますが、みどりの村で実施をす

れば、施設のトイレもありますし、少し角

度的には不便になりますけども、博物館前

もステージとして利用できます。万が一、

途中雨が降ってきたとしても、キャンプ場

等の施設を開放すれば、焼き肉もできると

思います。何といっても、みどりの村をＰ

Ｒできる最大のメリットがあるのではない

かと思いますがいかがでしょうか。

また、みどりの村の顔とも言うべき、正

面にある噴水等の広場ですが、余りにも朽

ち果てすぎてはいないでしょうか。

イルミネーションもあの壁で行われてお

りますが、お金が少しかかっても、整備す

べきではないかと思います。初めて来た人

があの広場を見たら、Ｕターンをして帰っ

てしまうのではないかと心配であります。

みどりの村の中には遊歩道ですとか、木

製遊具もあります。これも損傷がひどいと
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思います。

先ほどの公共施設の長期整備計画ではな

いですけれども、みどりの村の中の施設の

整備計画を作成し、毎年少しずつでも整備

をしていくべきだと思いますが、町長いか

がでしょうか。

○議長（大原 昇君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） みどりの村の将

来につきまして、いろいろと御提言、御指

摘をいただきました。私はみどりの村の理

事長ということで、管理運営を仰せつかっ

ている立場から、私のほうからお答えをさ

せていただきたいと思います。

本当今いろいろと御指摘をいただいた点

で、私も理事長として１２年間ほど携わっ

ておりましたけれども、常にそのことを念

頭において、このすばらしい施設をいかに

多くの町民の皆さんに利用してもらうかと

いうことを、絶えず言ってきていました

し、また今そういう中で、職員一丸となっ

て取り組んでいるところであります。おか

げさまで、お客様もこの５年間で比較しま

すと、町外、道内外含めてでありますけれ

ども、約４倍ほどに膨れ上がっております

し、国外からも今はもう２０倍ぐらいのお

客さんが――規模が小さいから倍率は高い

のですけれども、国外からも、昨年は２３

０人ほどのお客さんがキャンプをしている

ということで、年々本当に多くの方々によ

さがわかっていただいているのかなと、そ

ういう状況であります。

戸澤議員さん、このみどりの村の大変す

ばらしいところを認識されての御指摘、そ

してもっともっと知らしめてほしいという

思いから、応援の気持ちで受けとめていき

たいと思いますし、また戸澤議員さんはみ

どりの村の取り組みにも、桜を含めていろ

いろと御尽力賜っておりますこと、改めて

御礼を申し上げたいと思います。

そういう中で、今から１０年前にあり方

検討会の答申をいただいて、その後それに

沿って今日まで来ましたが、１０年過ぎ

て、ここでいま１度、みどりの村の運営体

制のあり方も含めて、今御指摘いただいた

いろいろな老朽化した部分、不十分な部

分、これら含めて、検討会の組織を立ち上

げて、年度内に一定の方向を見出して、次

の新年度予算にも反映できるものがあれば

というような取り組みで今進めているとこ

でありますので、どうかよろしくお願いし

たいと思います。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 大きく３項目７点

について、御質問をさせていただきまし

た。町長等から前向きな回答いただき、成

果があったと認識しております。

美幌町をよりよくするため、少しでも早

期に実現していただけるよう、お願いいた

しまして私の質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。

○議長（大原 昇君） これで、６番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。暫時休

憩をします。再開は１１時２５分といたし

ます。

午前 １１時１６分 休憩

―――――――――――――――――――

午前 １１時２５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

１２番中嶋すみ江さん。

○１２番（中嶋すみ江君）〔登壇〕 本日

は、さきに通告してありました４項目５点

について質問させていただきます。

１点目、窓口のあり方について、窓口環

境整備についてであります。質問いたしま

す。

窓口の中でも、特にプライバシーが守ら

れなければならない窓口において、申請、

申告等の際に、その内容が次に待っている

方などに聞こえているので改善を図ってほ

しいとの声があります。対応をお伺いいた

します。
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２項目め、女満別空港行きバスについ

て。女満別空港行きバスの停留所につい

て。女満別空港行きバスの停留所が郊外に

あるため利便性に欠けるとの声があります

が、町としての考えをお伺いいたします。

３項目めの一つ目、児童センターの時間

延長について。児童センターの閉館時間が

午後５時であるため、閉館時間の延長を望

む声がありますが、延長の考え方をお伺い

いたします。

３項目め、子育て支援についての２項

目、びほろ版ネウボラ制度の取り組みにつ

いて。皆様も御存じのように、ネウボラと

はフィンランド語で助言の場の意味であり

ます。福祉先進国フィンランドの出産、子

育て支援策を指し、産前から子供が就学す

るまでの相談や支援を切れ目なく手がける

制度であります。

この切れ目ない制度、フィンランド式ネ

ウボラは、窓口が一つで、女性の妊娠、出

産から子育て期間中まで、一貫した支援を

確立する制度であり、自治体に広がりつつ

あります。

この制度をいち早く２０１４年から導入

した千葉県浦安市は、浦安版ネウボラと名

づけて、支援サービスに取り組んでおりま

す。その支援として、妊娠、出産、子供の

一歳の誕生日の３回に分けてケアプランを

作成し、出産前後や子育ての悩みや相談に

対し、適切な行政サービスを継続的に提供

することができるようにしております。

本町でもケアプラン作成などを視野に入

れた、びほろ版ネウボラを取り組むべきと

思いますが、考えをお伺いいたします。

４項目め、図書館について。書籍消毒機

（ブックシャワー）の導入について。書籍

消毒機（ブックシャワー）は、消毒機の中

に本を立てて入れ、スイッチを入れると、

送風により本に挟まったごみを除去し、紫

外線により３０秒で消毒、消臭されるた

め、利用者からは借りた本の衛生が保たれ

安心との声があります。本町での導入につ

いての考えをお伺いいたします。

以上、１回目の質問を終わらせていただ

きます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 中嶋議員

の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。

図書館については後ほど教育委員会のほ

うから答弁をさせていただきたいと思いま

す。

初めに、窓口のあり方について、窓口環

境整備についてでありますが、本庁舎を含

め役場の各施設の窓口では、各種申請や申

告などで多くの住民の方が来庁され、その

際にはプライバシーへの配慮が必要となる

案件もあります。その際には、口頭での説

明は必要最小限とし、書類の目視による確

認や、他のお客様と距離を置くように配慮

をしたり、別室でお話を聞くなどの対応を

しているところであります。

また、職員研修による接遇の強化など、

お客様サービスの向上に努めているところ

であります。

現在の窓口となるカウンターでのプライ

バシー確保対策として考えられる例とし

て、金融機関で設置している相談ブースを

設置する方法もありますが、現庁舎ではス

ペースの問題から、空間確保にも限界があ

り、構造的にも改修は難しい状況にありま

す。

これらのことから、窓口におけるプライ

バシーの対応策としては、相談内容によ

り、別室の確保や声の大きさの調整、プラ

イバシーに関する事項の伝達方法の工夫な

ど、さらに細心の注意を払い、窓口サービ

スの向上に取り組みますので、御理解をお

願いいたしたいと思います。

次に、女満別空港行きバスについて、女

満別空港行きバスの停留所についてであり

ますが、女満別空港と本町に接続されてい

るバス路線で、郊外にあるバス停留所は、

北見バス女満別空港線の高野バイパス近く
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にある、高野第３バス停留所があります。

この路線では、町内に１カ所のみとなって

おります。空港と北見市を約４０分で結ん

でおり、１日１５往復運行されておりま

す。

また、網走バス美幌線における市街地の

バス停留所は、美幌坂、自衛隊官舎前、東

雲通り、役場前、北２丁目、国保病院前、

美幌駅前と比較的多くの停留所が利用でき

ますが、現在、１日往復合わせて５本の運

行となっております。

さらに、阿寒バス運行女満別美幌号は、

７月１８日から１０月１２日まで１日２往

復が運航され、バス停留所は女満別空港、

美幌駅前、博物館、陸橋、峠の湯びほろ、

美幌峠が御利用いただけます。

御質問のバス停留所が郊外にあるため利

便性に欠けることへの町としての考えでご

ざいますが、町民の御不便を来しているこ

とは、十分に承知しております。

しかし、北見バス女満別空港線バス停留

所を新たに市街地区へ設置をふやすなどへ

の対応は、経路変更や関係自治体との調整

があるため、実現に向けては厳しいものと

考えております。

町といたしましては、市街地にバス停留

所を設置することで、利用向上が図られる

よう引き続き町から要望を上げていきたい

と存じます。

美幌と空港間を結ぶバス交通への御理解

をいただき、利用者の利便性がより高まる

よう努めてまいります。

次に、児童センターの時間延長について

でありますが、児童センターは、地域の子

供たちに健全な遊び場を提供し、自主的な

活動や遊び、センターで計画する行事への

参加を通して、心身ともに豊かで健康的な

子供たちの育成を目指し設けられた児童福

祉法第４０条による施設で、平成１７年４

月に開設されたものであります。

児童センターの開館時間は、平日は午前

９時から午後５時までで、土曜日は午前９

時から午後３時までとなっており、利用者

については、町内に居住するおおむね３歳

以上の幼児、児童及びその保護者となって

おります。

お尋ねの閉館時間の延長を望む声があり

ますが、延長の考えはについてであります

が、児童センターの円滑な運営を図るため

設置されている美幌町児童センター運営委

員会の意見や、利用者及び保護者のニー

ズ、各小学校で決められている帰宅時間な

どを勘案し対応してまいりたいと考えてお

りますので、御理解をお願いいたしたいと

思います。

なお、児童センターでは、小学校は平成

２３年度、中学校は平成２４年度より新学

習指導要領が完全実施されたことによる、

授業時間の増加や小学校における放課後サ

ポート学習の実施により、下校時間が遅く

なっていることから、利用者増を図るた

め、開館時間の延長を図っており、６月１

日から７月２３日の夏休みまでの約２カ月

間、平日は５時３０分まで開館時間を延長

し、子供たちが少しでも遊びに行きやすい

環境づくりに努めております。

児童センターでは遊びを通じ、楽しみな

がら仲間づくりを図り、社会性や協調性、

自主性を養い、心身の健全な子供たちの育

成を目指し、これからも多くの子供たちに

親しまれ利用される施設として取り組んで

まいります。

次に、びほろ版ネウボラ制度の取り組み

についてでありますが、美幌町では平成２

３年度に、保健師の体制を業務分担制から

地区担当制に移行し、さらに、平成２５年

４月に保健師活動指針が見直され、各保健

師が担当地区を持つ地域密着型の体制によ

り、各種保健活動が行われております。

母子保健活動の具体的な取り組みとして

は、母子手帳交付時に、担当保健師が妊婦

やパートナーと面接することにより、生活

状況を把握し、保健指導を行うとともに、

栄養士による栄養指導も行っております。
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さらに、妊娠２８週をめどに２回の面接を

行い、母子の健康状態を確認し、支援を要

する場合には、必要な各種サービスの紹介

などを行っております。

また、妊婦教室、両親学級を開催し、妊

娠中から子育ての環境づくりを指導すると

ともに、妊婦間のコミュニケーションづく

りを支援することにより、子育ての孤立化

防止を図っております。

近年は、妊婦であっても働き続ける女性

が増加しており、これらのニーズに応える

ため、今年度からは、どの回からでも参加

できるよう、月１回の開催として参加しや

すい教室づくりに努めております。この

後、出生時には、担当保健師が全家庭を訪

問し、新生児の発育状況の確認や育児指

導、予防接種計画などの保健指導を行い、

母子の健康の保持増進と育児不安の軽減を

図っております。

さらに、子供の発達状況の確認と育児指

導などを目的に、４カ月健診、１０カ月健

診、１歳６カ月健診、３歳児健診を保健福

祉総合センターにおいて、国保病院の小児

科医師や歯科医師会などの協力のもと実施

するほか、乳幼児相談も実施しておりま

す。

このような母子保健活動を通して、子供

一人一人の健康状態や発育、発達状況、養

育環境などを確認し、必要な支援を明確に

するケアプランを作成し、妊娠期から子育

て期まで、同一の保健師が継続し、切れ目

のない支援を行っており、美幌町の母子保

健活動においては、既にネウボラの要素は

有していると考えております。加えて、教

育委員会、保健師、栄養士、子育て支援セ

ンターが連携協力し開催する育児教室のフ

レッシュママセミナーや民生児童委員が窓

口となる相談支援、ＮＰＯ法人・民間団体

による支援サービスの提供など、さまざま

な支援の手が子育てを支えております。

今後も、母子の健康を確保し、全ての子

供たちを心身ともに健やかに育んでいける

よう、子育てが楽しいまちづくりを目指

し、子育て支援の充実を図り、切れ目のな

い子育て施策の一層の推進に尽力してまい

ります。

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 中嶋議

員の御質問に答弁いたします。

書籍消毒機の導入についてですが、図書

館では、本の表紙をブッカーと呼ばれるビ

ニールで保護し、本が汚れないようにして

おりますが、図書の返却時に目立つ汚れ

や、ごみなどを確認するとともに、ひどい

汚れがある場合に、アルカリイオン洗浄液

で本の汚れを拭き取っています。また、７

月上旬には書架の本棚清掃や、年度末には

ボランティアの方々の御支援をいただきな

がら、絵本の表面の汚れを拭き取るなど、

清潔な本を提供するように、心がけている

ところであります。

今回の御質問のブックシャワーでありま

すが、紫外線を使い、図書の消毒や殺菌を

行うとともに、本に風を当てて挟まったご

みやにおいを３０秒から１分程度で取り除

くもので、花粉症やインフルエンザウイル

ス、カビ菌といったものに対して効果があ

ると言われております。

こうしたことから、近年は特に幼児や子

供向けの絵本などには効果が期待されると

のことで、都市部での導入が進んできてい

ると聞いております。本町での導入につき

ましては、現在のところ考えておりません

が、導入経費や設置場所、ランニングコス

トのほか、図書への影響、導入効果など、

他市町の状況を見ながら、調査研究をして

まいりたいと考えているところでありま

す。

以上、御答弁させていただきましたの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。
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○１２番（中嶋すみ江君） １番目の窓口

環境整備について再質問をさせていただき

ます。

このような声を、接遇では貴重な御意見

ありがとうございますと、貴重な意見とし

て取り扱うようになっております。

窓口での取り扱いは、内容により細心の

注意を払うことが町民のニーズに応える対

応であると思います。また、耳の遠い方な

どに少々大きな声での対応もありうると考

えますと、他の人に聞こえない環境づくり

は大切であると思います。

金融機関、郵便局、社会保険事務所など

を見ますと、間仕切りなどで相談ブースを

設けて対応しております。そのような窓口

対応は必要になってきているのではと考え

ます。

また、ファイリングシステム導入によ

り、空きスペースもできているようです

が、その空間を利用できないものか検討を

願いたいと思いますが、いかがでしょう

か。

○議長（大原 昇君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 窓口環境の整

備についてでございますが、現在の庁舎の

カウンターにつきましては、高さの違うカ

ウンター、座ってお客様と面談するカウン

ターと立って面談するカウンターとが混在

しているというような状況がございまし

て、今、中嶋議員が言われたような、相談

ブース、間仕切りを設置したとしても、そ

のプライバシーの確保についてはちょっと

効果が望めないのではないかと考えており

ます。

また、本庁舎のほうでございますが、廊

下に暖房の設備がございますので、その関

係でもカウンターの改修については難しい

かなと考えているところでございます。

また、相談ブースということで、つい立

てをつくることによりまして、通路が狭く

なり、後で待っているお客様との距離の関

係、空間的な確保も難しくなるのかなと考

えているところでございまして、対応とい

たしましては、プライバシーの関する事項

につきましては、細心の注意を払いなが

ら、窓口で対応しているところでございま

して、案件によりましては、別室により相

談を受けているところでございますので、

御理解をいただきたいと思います。

また、ファイリングシステムをことし本

庁舎で進める予定となっておりまして、現

在は１階の税務、水道、環境生活、出納審

査、選管・監査、議会事務局、２階ですと

建設水道部、教育委員会等でファイリング

を進める予定となっているところでござい

ます。

ファイリングシステム導入によりまし

て、確かに執務室での余裕は出るというふ

うに考えているところでございますが、現

時点でどれだけの余裕ができるかについて

は、わからない状態となっておりますの

で、ファイリングシステム導入を進める中

で、執務室の配置、机等の配置をあわせて

検討して、そういう相談ブースといいます

か、銀行等のカウンター式ではありません

が、その執務室の中にそういう相談できる

ような、配置がとれるかどうかについて

は、検討はできるかなと考えているところ

でございます。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） ぜひ検討をお

願いいたします。

次の質問をさせていただきます。今の質

問の２問目の質問をいたします。

高齢化と伴い、耳は聞き取りづらくなっ

てきています。お互いに、大きな声を出し

たくなくても、出さなければならない状況

に置かれる場合もあると思います。

そうした状況でも、ほかの人に聞かれた

くないと思っております。そうした方の利

便性を図るために、イヤホンを耳につけて

使用することで、音声を拡大して聞きとる

ことができる音声拡張器の導入も考えては
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と思いますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 窓口のお客様

としては高齢の方もいらっしゃるというこ

とで、そのような配慮も必要ではないかと

考えているところでございますが、現状と

いたしましてはプライバシーに配慮しなけ

ればならない高齢のお客様が来たときに

は、個室でお話をするほうがカウンターで

面談式でやるよりは、十分相談に乗れるか

なと考えているところでございますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 音声拡張器は

いくらくらいの物なのか私もちょっと調べ

てみました。金額は、７,４５５円というこ

とで、高い物ではないのだなと認識させて

いただきました。そしてまた、この音声拡

張器は、高齢者の方に訪問するときの対応

にも使用できる、利便性があるものであり

ますので、ぜひ御検討願いたいなと思って

おりますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 対応といたし

ましては、先ほど答弁させていただいたよ

うに、個室での対応と考えているところで

ございますが、カウンター窓口での対応の

多様化といいますか、そういうものに対応

していくために、今中嶋議員が言われたこ

とも含めて、研究をしてまいりたいと考え

ますので、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 町民のニーズ

に応える努力を願い、質問を終了させてい

ただきます。

次に、２項目めの再質問をさせていただ

きます。女満別空港行きバスの停留所につ

いてであります。

町民との話の中で、女満別空港からバス

を利用して帰宅しようとバスに乗車した

ら、美幌でおりるのには高野第３の停留

所、１カ所しかないことが乗車してからわ

かったと。携帯電話も所持していなかった

ために、困って運転手さんにお願いをし

て、タクシーを呼んでもらったということ

で、何とかならないのでしょうかというお

話でした。

また、ある方は、孫が内地から飛行機を

利用してきても、郊外にしか空港の停留所

がないため、利便性が悪いので、北見バス

に問い合わせをしたそうです。そうした

ら、美幌町から要望はきていないと言われ

たということで、どうにかならないのです

かと訴えております。

女満別空港は、本町にとって時間や距離

にもよい位置にあるので、美幌空港と言っ

てもいいくらいだと言っている方もおられ

ます。

現在のバス停は、町民の方の御意見どお

り利便性がよくないと思いますが、町とし

ての考えをお伺いします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 当時あのバイ

パスができたときに、実はこういったバス

停の移動があったということで、当時は駅

前を通過していたという記憶がございま

す。

その当時、これ私の記憶が正確かどうか

わかりませんけれども、バス停が駅前から

なくなるということに反響がありまして、

何とかという話は確か出ていたと思います

が、残念なことにそういう期待どおりには

結果としてはならなかったと。バス会社、

あるいは北見空港バスの時間との中で、大

きな要因としては、乗車客の数の問題がや

はりあるというようなことを確か伺ったと

思います。

なかなか美幌での乗り降りのお客さんが

少ないという中で時間をかけて周回すると

いうのが難しいということではあります

が、答弁にありますように、実態としてそ

ういう声は当然ありますし、不便であるの
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は実態でありますから、何とかそれが時間

をかければ美幌を回っていただけるという

ことであります。北見バス、あるいは当然

北見市にも影響が出てくる話なので、特に

北見発空港行きとなりますと飛行機の便に

間に合わすというのがまずは発車時刻の設

定になろうかと思いますので、これを早く

しなくてはならないという問題が出てくる

ので、こういったことの調整が、北見とも

調整が整うのかどうかも含めて今後さらに

協議をしてまいりたいと思います。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 私ちょっと北

見バスに伺ってみました。高野第３の停留

所の利用者はいるのかということを伺って

みましたら、ほとんどいないということで

した。

本当に利便性が悪いのだなということを実

感いたしました。

また、停留所の場所の変更についてもち

ょっとお聞きしましたら、美幌町から要望

がきたら考えるとのことでありました。ぜ

ひ町から強く要望していただきたいと願い

ますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 意見調整のために

暫時休憩といたします。

再開を１３時３０分といたします。

午前 １１時５６分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 １時３０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 答弁に時間が

かかりまして、大変申しわけありません。

中嶋議員の女満別空港線のバス停の御質

問でありますけれども、平成１７年７月に

女満別空港までのバイパスの供用開始があ

ったということで、実はこのときの美幌で

乗ったり降りたりする利用実態が、２名程

度ということでは非常に少ないということ

で、北見バスといたしましては、この時に

空港から北見までの直行運行という案、要

するに美幌でのバス停はなくしたいという

案が実は出されました。

そのことで、町としては非常に困るわけ

なので、何とか美幌にバス停を残してもら

いたいということで、実は現在の高野第３

というところのバス停に移設をするという

要請を行いまして、それが実現をし、現在

に至ったという経過がございます。

それにいたしましても、中嶋議員御指摘

のとおり、今のバス停からの交通アクセス

はタクシーも呼ぶしか手段がないというこ

とで、実際にバスを利用される方にとって

は、利用したときには非常に不便だという

ことは当然のことであります。

ただ、北見バスといたしましては、バス

停を新たに駅に設けるということを考える

と、迂回をするので、時間が当然長くなる

ということがまず１点、それから先ほど答

弁をさせていただきましたが、乗降客の客

数が見込めないと、当時と今とでふえると

いう要素がのであればいいのですが、そう

いう要素がなければ、それも見込めないと

いうことからすると、実現性は非常に難し

いという回答を得ておりますが、引き続き

そういう不便を来たしているしていること

は、行政側としても理解をしておりますの

で、要望はしてまいりたいと思いますの

で、御理解を願いたいと思います。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） また、要望の

ほう、続けることができましたらよろしく

お願いいたします。

では、この質問は終わらせていただきま

す。

次に、児童センターの時間延長について

の再質問をさせていただきます。

児童センター利用の子供の中に、学校か

ら帰宅後、児童センターで家族の就労が終

わるまで過ごしている子供もおります。親
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の就労時間と児童センターの閉館時間が同

じため、どうしても閉館時間内に子供を迎

えに行くのが間に合わない状況なので、時

間の延長を希望しております。

平成２６年７月３１日付けの放課後子ど

も総合プランについての文書を見ますと、

少子高齢化が進む中、日本経済の成長を持

続していくためには、我が国最大の潜在力

である女性の力を最大限発揮し、女性が輝

く社会を実現するため、安全で安心して児

童を預けることができる環境を整備するこ

とが必要であります。この文面から鑑みま

しても、児童センターの閉館時間延長の環

境整備が必要であると考えますが、いかが

でしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 児童センター

につきましては、昨年作成をしております

子ども・子育て支援事業計画アンケート調

査、それから第６期総合計画のアンケート

調査を調べてみましたところ、その中では

ちょっと見つけることができませんでし

た。

ただ、現場のほうにも確認をいたしまし

たけれども、直接保護者からの要望はこち

らのほうに届いていないという状況で、こ

の部分については直ちに延長するというこ

とは考えておりませんでした。

児童センターにつきましては、運営委員

会、それから例えば、利用者であるだと

か、保護者の意見、これをお聞きしながら

今後対応してまいりたいとこのように考え

ております。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 児童センター

運営委員会の方々には、放課後子ども総合

プランは放課後対策の総合的な推進面か

ら、保育所と比べると閉所時間が短いとあ

ります。

小学校１年生の壁、小１の壁対策として

も重要であります。まして、仕事をしてい

る親にとっても、帰宅するまでの時間に安

心して預けられる場所の一つでもあります

ので、その趣旨を行政側から懇切丁寧に訴

えていただき、子ども子育て支援の一つと

して、時間限定ではない、時間の延長は必

要と考えますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 状況といたし

ましては、学童保育等もございますので、

そちらの方も御利用いただくと。それは学

童保育につきましては、保育施設というこ

とでございますので、児童センターは学童

機能も多少はありますけれども、やはりそ

の子供たちが健全に遊べる、そのような施

設目的でございます。

そのほか、小学校の帰宅時間ですが決め

られております。それにあわせて児童セン

ターの運営もその時間帯に合わせて行って

いるという状況もございますので、御理解

をいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 就労している

お母さんからの声でありますので、放課後

子ども総合プランの今の文章からも見まし

て、ぜひ延長できるように取り組みをお願

いしたいと思います。

以上で、この質問は終わらせていただき

ます。

次、子育て支援についての２点目のびほ

ろ版ネウボラ制度の取り組みについて再質

問させていただきます。

若いお母さんの意見では、子ども支援サ

ービスなどの実施されていることの紹介は

していただいておりますが、どうやって手

続をしてよいかわからないので、そのまま

聞いただけで終わってしまう人もいると思

います。

サービスを利用できるまで手を差し伸べ

て手助けしていただけるようになれば助か

りますとこのお話を聞いたとき、私が思い

浮かんだことは、母が介護認定を受け、介
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護サービスを受けることになり、ソーシャ

ルワーカーの面談から始まり、ケアマネに

よりケアプランを作成し、サービス開始に

なりました。そして、定期的に訪問で、状

況把握でサービスの追加、変更などを行い

ます。その手順がスピーディーで、ケアマ

ネが決まり、二日間で準備が整い、二日後

の退院の日には、在宅で必要な備品は整い

ました。こちらが行ったことは、書類の記

入と聞かれたことに答えるだけでした。後

はケアマネが全て行ってくれました。

このシステムが子ども・子育て支援に必

要ではないかと考えますが、いかがでしょ

うか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 当町で包括支

援センターがございますけれども、保健師

も当然、幼児から高齢者に至るまで、その

対応をしております。ぜひ保健師のほうに

御相談いただいて、いろいろなサービスを

提供してまいりたいと考えておりますの

で、その活用を私どもも進めてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） また、子育て

で困っていることなどがありませんかと記

載されたアンケート用紙は渡され、記入す

るようになっていますが、対面式で支援し

ていただける内容の説明を受けながら聞き

取りしていただけたら、聞きたいことの質

問もできますし、そのときは必要ないと思

っても、後で利用が必要になるかもわかり

ません。

そこで説明を聞かせてくれることは助か

りますというお話もされていました。ま

た、説明項目をチェックしながら行うと、

説明漏れもなく、サービス品の渡し忘れも

なくなるのではと話されておりました。

一人一人に寄り添った聞き取り体制の構

築が重要な位置づけになり、支援に結びつ

く要因になると考えます。これこそが女性

の妊娠、出産から子育ての期間まで、一貫

した支援を確立する制度のネウボラである

と考えますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 町長の第一回

目の答弁でもございますけれども、母子保

健活動につきましては、当町でケアプラン

を作成しております。それから、健診のと

きに保護者の方と子供さんに来ていただき

ます。それから、保健師も家庭のほうに訪

問して、そういうきめ細かな対応をしてお

ります。

中嶋議員がおっしゃる、ネウボラにつき

ましても、私どもはその機能を備えている

と、このように考えております。母子保健

については、改善をしながら、今後とも進

めてまいりたいと、このように考えており

ます。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 母子保健活動

を通して、既にネウボラを有しているとい

うことで、本当にこの部分ではそうだなと

私も思いました。

今、私がお話したお母さんの声を聞い

て、もう少しこのネウボラを今のこの母子

保健活動と一緒に聞き取りの体制を構築す

るのとあわせることによって、本当のびほ

ろ版ネウボラが誕生するのではないかと思

いますので、ぜひ改善できることは改善し

ていただきながら推し進めていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

追加で申しわけありませんが、このネウ

ボラは親の貧困が子供に連鎖する第１の節

目である乳幼児期から効果的に、法的に支

援することができ、貧困の連鎖も早期に断

ち切ることも可能になると思いますので、

そういう面からも、さらに研究していただ

いて、どこにも負けないびほろ版ネウボラ

を誕生させていただきたいと思います。
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以上で質問を終わらせていただきます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） びほろ版ネウボラ

ということであります。民生部長から答弁

しましたように、広い範囲で今８人の保健

師がおりますけども、それぞれ地域に出向

いて活動しているわけであります。

その内容については、妊娠、出産、子育

て、健康づくり、高齢者の皆さんの対応だ

とか総合的にいろいろな受け持ちの担当を

持って頑張っているところであります。そ

ういった意味で、民生部長が言ったよう

に、実質的なネウボラという形はできてお

りますので、個々においてもしっかりと見

直しをしながら、検証しながら美幌がネウ

ボラのトップランナーになれるように頑張

っていきたいと、そのように思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） よろしくお願

いいたします。

次に、最後の再質問をさせていただきま

す。図書消毒機（ブックシャワー）の導入

についてであります。

第１回目の御答弁から、書籍消毒機の機

能について、図書の汚れ防止対策ではなく

て、ページの間に挟まったほこり、髪の

毛、ふけなどを除去、紫外線の照射でペー

ジの中の殺菌ができ、インフルエンザ対策

にも効果があり、さらに、アロマオイルを

循環させ、たばこ臭、ペットのにおいなど

も取れる機材であることも確認していただ

いていると思いました。そして、図書館は

不特定多数の人の利用並びに幼児などブッ

クスタート効果で図書館利用も増加傾向に

あるようです。

また、本町では団体貸し出し文庫も実施

しております。その中に、病院文庫があ

り、本を定期的に回収されておりますが、

そのことを考えますとブックシャワーの導

入は本町において機能効果を発揮できると

思い、必要ではないかと考えますが、いか

がでしょうか。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 御質問の中に、

最初に本を貸し借りするという部分の中で

考えた場合に、基本的にその中で当然、暗

黙の了解というわけではないですけれど

も、本を大切に扱うとか、それから本を汚

さないとかそういう基本的なことをきちん

と考える必要があるのかなというふうに思

います。

ですから、今回の質問のように、導入は

という話になったときに、それは本当にお

金がたくさんあって、これはあったほうが

いいというものはそのとおりだと思いま

す。

ただ、それを選ぶか選ばないかと考えた

ときに、いろいろな問題が出ることもやは

りきちんと理解いただきたいというふうに

思うのです。

それはどういうことかというと、本は本

来大事にすべきものなので、そういったと

きに今言ったようなことが、必然的に言う

ならば、滅菌とか殺菌をしなければならな

くなってきているのかどうかということで

す。

ですから、例えば本にビニールをかけて

いますから、それは汚れをつかせないと

か、それから借りた本を読みながらお菓子

をバリバリ食べるのをやめるとか、きちん

とそういうことをもう一度皆さんで確認し

て、その中で本を滅菌しないといけないと

かそういうことであれば、私は導入に踏み

切るべきかなと思います。

本来あったほうがいいということは、私

も同感であります。ただ、それを今優先す

るかどうかということ考えると、それを強

調すると本が汚いものだとか、そういうこ

とではなくて、もう少し本の本来持ってい

るもの。それから、図書館都市とか、学校

図書館、それから団体文庫もそうですけ

ど、そういうところでお貸しして少しでも
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みんなで本を読んでいただくということを

大切に考えるべきではないかなというふう

に私は考えております。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 教育長の考え

はわかりました。

私はこれを目にとめた時に、本の汚れで

はなくて、除菌、殺菌、消臭機能がついて

いて、いいものだなと第一に感じました。

これがいいものだから導入が進んできてい

るのかなと。

北海道はまだ苫小牧と函館だけのようで

ありますが、内地のほうでも取り入れて導

入しているところが出てきております。そ

して、私はこれを見まして、値段はいくら

するものなのかなと１番先に私も感じまし

た。それでお伺いしましたら、４冊を同時

に除菌できるものが、設置費を含めて１０

０万円ぐらいということで、耐用年数は電

気製品と同じくらい、大きさはイメージと

して冷蔵庫くらいということでありまし

た。保守費用が消臭剤等含めて、年間１万

円ということでありました。

一応、これは参考まででありますが、ま

た送風で本に対しての影響も心配になりま

して伺ってみましたら、ページがめくれる

とか、本が破れるということは聞いていな

いということでありました。

このブックシャワーを設置された埼玉県

富士見市の中央図書館の小林館長は、これ

まで利用者の多くが本の衛生状態を気にし

ていた。書籍消毒機が設置されたことによ

って、図書館をより快適に使っていただけ

れば嬉しいと語っていたそうであります。

また、親子で書籍消毒機を利用した方

は、目に見えない菌やウイルスなども除去

してくれるので安心です。子供のためにも

今後使っていきたいということで話されて

いたということであります。

一応、参考までであります。私も目にし

たときに、こういうものが新しく出てき

て、莫大な費用がかかるのであれば別です

けど、今の値段を聞きまして、もし本当に

この美幌町に導入できるものであれば、い

いことだなと、そういう思いで質問させて

いただきましたので、導入するきっかけで

もできましたら、ぜひ導入していただきた

いと思います。いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） どういう形で導

入するかということを考えた場合に、今は

図書館ということだけの話をしていると思

います。

先ほど、中嶋議員の話の中であった、幼

児とか子供たちのことを考えれば、図書館

だけではなくて本を扱うところ、それから

学校、そういうこともきちんと全体で考え

ないといけないというふうに私は思ってい

ます。そのときに本当に皆様の税金を投入

してそういうものを行政としてやっていく

べきことかを考えた中で進める必要がある

と私は考えております。どういう状況にな

っていくかということで、今いろいろなお

話を購入代金も含めてお教えいただきまし

た。私どもも一応そういうことで調べてお

りますので、今後もきちんと研究等をして

いきたいとは考えております。御理解よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 導入している

ところは今図書館で使用していますけれ

ど、一般の方にも貸出をしていこうかなと

いうところも出てきておりますので、また

検討の余地に入れていただきまして、質問

を終わらせていただきます。以上でありま

す。

○議長（大原 昇君） これで１２番中嶋

すみ江さんの一般質問を終わります。

暫時休憩します。再開は、１４時５分と

いたします。

午後 １時５２分 休憩

―――――――――――――――――――



－ 28－

午後 ２時０５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により、発言を許します。

３番新鞍峯雄さん。

○３番（新鞍峯雄君）〔登壇〕 私はさき

に通告いたしました３項目４点について質

問をさせていただきます。

まず一つ目は、スポーツ振興策について

であります。

美幌町においても少子・高齢化の進む

中、町民の方が生涯にわたって健康的な生

活を営むためには、スポーツ・運動を継続

的に実践することが重要であります。

中でも、体を動かす機会の減少は体力の

低下を招き、また、全国的に次代を担う子

供の体力が低下傾向にあることは、将来の

明るく豊かで活力ある地域社会の発展に、

極めて憂慮しなければならないと考えると

ころです。

このような状況の中、スポーツ施設の整

備については、現在パークゴルフ場、クロ

スカントリースキーコースの整備が計画さ

れているところです。

町民の方がいつでも、どこでも、誰もが

スポーツに親しむことができる施設の整備

は極めて重要であり、とりわけ、この地域

にあっては、積雪期間が長く、冬期間のス

ポーツ活動の場を確保しつつ、健康・体力

づくりを推進しなければなりません。

そこで、特に冬期間において、幼児から

高齢者まで幅広く利用できる室内多目的ド

ームの設置は、健康で明るく、活力のある

地方創生の推進に、大変有益なものと考え

るところです。

昨年９月の定例会には、上杉議員から室

内多目的ドーム建設についての一般質問が

ありましたが、多くの町民の方から建設を

切望する意見もありますので、このことを

踏まえて町長にお伺いします。

１点目は、室内多目的ドームの設置につ

いて、必要性の認識と建設施策はあるのか

どうかお示しください。

２点目は、スポーツ施設の整備におい

て、パークゴルフ場及び室内ゲートボール

場施設整備基金が２億円程度積まれており

ますけれども、二つの施設への基金充当割

合と考え方をお示しください。

二つ目は、美幌町１３０周年記念事業に

ついてでございます。美幌町は、平成２９

年度に美幌町１３０周年の記念の年を迎え

ます。現在、町では町史編さん作業を進め

ていますが、記念事業としてさまざまなイ

ベントが官民一体で今後、計画されていく

と思います。

そこで、記念事業の一大イベントとし

て、ＮＨＫのど自慢放送の招致を考えては

どうでしょうか。長年続いているＮＨＫの

この人気番組は、テレビの視聴率も常に２

桁をマークしていますので、何よりも美幌

町を全国に幅広くＰＲできる絶好のチャン

スであります。

美幌町でＮＨＫのど自慢放送が開催され

たのは、昭和５７年８月で、今から３３年

も前のことになり、数年前から多くの町民

の声として、ＮＨＫのど自慢放送の待望論

をお聞きしています。

平成２３年６月定例議会の一般質問で私

は、びほーるのこけら落としにＮＨＫのど

自慢放送の招致をただしたところ、観客の

入場数が１,１００名以上の制約があり、び

ほーるは５４０名で開催は不可能となった

経緯があります。

町内にある屋内施設で一番大きい建物が

スポーツセンター（１,５００名以上の入場

可能）でありますけれども、ここを開催の

会場として、今後ＮＨＫに打診すべきと考

えますが、美幌町１３０周年の記念事業の

考えをお聞かせください。

三つ目でございます。街路樹の管理につ

いてでございますけども、町内の各地域で

見られる街路樹は、色とりどりに咲き誇る

花とともに、緑や紅葉が季節感を与え、自

然の潤いと安らぎをもたらし、美しい並木
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道としての景観があります。さらに、直射

日光を遮り二酸化炭素の吸収にも大きく役

立っています。

このように、さまざまな恩恵を与えてく

れる街路樹ですが、樹々の大きな成長で、

今町内のところどころで、電線、電話線、

街路灯、防犯灯などに樹が覆いかぶさって

いる。また、民家が近いところでは、風通

し、日照が悪いなどの問題箇所が多く見ら

れ、場所によっては樹々の急成長などでさ

らに状況が悪くなっています。

昨年１２月定例会では、坂田議員の一般

質問で、町長は、街路樹の維持管理は町民

の理解が得られるような取り組みを行い、

地域緑化推進計画と整合性を図りながら進

めていくと答弁されております。

しかし、その前に指摘された問題箇所を

早急に対処することが、先であると考えま

すが、街路樹の管理のあり方についてお伺

いします。

以上、１回目の質問を終わります。よろ

しくお願いします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 新鞍議員

の質問にお答えをいたしたいと思います。

初めに、スポーツ振興策について。室内

多目的ドーム建設の施策についてでありま

すが、町は平成２５年度と２６年度の２カ

年に、文部科学省委託事業としてスポーツ

を通じた地域コミュニティ活性化促進事業

に取り組み、美幌町のスポーツ政策の方向

性について研究・協議を行ったところであ

ります。

この事業で行いました、スポーツ政策検

討委員会では、年間を通したスポーツ活動

の推進を図るため、冬期間に利用できる多

目的な施設が必要であり、検討が必要であ

ると整理されております。

これらを踏まえ、第６期美幌町総合計画

策定のため、現在進められている、「びほ

ろみらいまちづくり会議」での議論におき

ましても、各委員の方々から室内多目的ド

ームの必要性や、建設整備への御意見が出

されております。

このことからも、室内多目的ドームの設

置は必要かつ重要であると認識しており、

今後策定する第６期美幌町総合計画や、公

共施設等総合管理計画などの中で、建設の

検討について協議してまいりたいと考えて

おります。

次に、パークゴルフ場及び室内ゲートボ

ール場施設整備基金についてであります

が、パークゴルフ場及び室内ゲートボール

場施設整備基金につきましては、両施設の

整備に資することを目的に設置したもので

あり、毎年度の財政状況を考慮の上、これ

まで積み立てを行ってきております。

平成２６年度末の現在高は、１億９,７６

５万２,０００円であり、施設整備に向け

て、一定程度の財源を確保できたものと認

識しているところであります。

御質問の、二つの施設への基金充当割合

と考え方につきましては、基金の設置目的

にあるとおり、両施設の整備に資するもの

であることから、特段の定めはございませ

ん。基金を有効活用しつつ、他の財源確保

にも最大限の努力を重ねながら、両施設の

整備に向けた取り組みを進めてまいりたい

と考えております。

次に、美幌町１３０周年記念事業につい

て。ＮＨＫのど自慢の招致への御質問であ

りますが、美幌町は平成２９年に、美幌町

１３０年の節目の年を迎えるところであり

ます。

現段階におきまして、美幌町１３０周年

記念への事業全体及び個別の記念事業等に

つきましては未定でありますので、ＮＨＫ

のど自慢開催招致への打診につきまして

も、今後の事業検討の中に含めて扱ってま

いりたいと考えております。

なお、ＮＨＫのど自慢開催申請は、開催

前年度９月ごろまでにＮＨＫへ申請し、開

催前年度の２月ごろに正式決定されており

ます。申請に向けましては、多くの諸条件
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を整える必要があり、スポーツセンターで

開催する場合、入場者への椅子席の確保

や、出演者への控室提供、ステージ周りや

照明設備のために架設等も必要となります

し、実施時期にあわせた会場内への冷暖房

にも対応が必要となります。

美幌町１３０周年の記念事業の検討に向

けましては、多くの町民の皆様から御理解

が得られるよう、十分に検討してまいりま

すので、御理解をお願いいたしたいと思い

ます。

次に、街路樹の管理について。街路樹の

管理のあり方についてでありますが、街路

樹は季節的な変化と相まって、暮らしの潤

いを高めるとともに、景観機能、緑陰機

能、防風・防災機能、環境教育・コミュニ

ティ機能など、多面的な機能と効果を発揮

しております。

しかし、一方では議員御指摘のように、

樹々が成長することで、電線、電話線、街

路灯、防犯灯などに幹や枝が覆いかぶさっ

て安全の妨げに至ることがあります。

町では、このように支障木となっている

状況を道路パトロールや地域の皆さんから

の情報提供により確認した場合は、電線、

電話線については、停電や断線の危険性が

あるため、管理者である北電、ＮＴＴに対

応を引き継ぎしており、街路灯、防犯灯や

歩道、車道については、道路管理者である

町が樹の所有者を確認した上で、幹や枝の

除却作業を行って通行されている方々の安

全を確保しております。

また、街路樹の成長により、民家の風通

しや日照に影響を及ぼす場合においても、

その状況を確認した上で適宜剪定などの対

応をしているところであります。

安全な道路環境の確保に向けては、早期

発見と早期対応が何よりも重要であると認

識しており、今後におきましても地域の皆

さんの御理解と御協力をいただきながら、

日常のパトロールと関係機関との連携をよ

り一層深めた上で、スピード感を持って取

り組んでまいりますので、どうぞよろしく

お願いをいたしたいと思います。

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） それでは、再質問

をさせていただきます。

まず１点目、スポーツ振興策についてで

ありますけども、室内多目的ドーム建設の

施策でございます。認識というのは町長は

十分にされておられるようですけれども、

ただ建設施策、今後策定する第６期美幌町

総合計画、また公共施設等総合管理計画な

どの中で建設の検討をすると答弁がござい

ました。昨年９月の上杉議員の質問に対す

る答弁と、文言は違いますけれども、ほと

んど内容が変わっていない。取り組みへの

意欲、スピード感が余り感じられません。

近隣、網走市の呼人には２０年近く前か

らオホーツクドームがあり、今大変利用者

が多く、施設では空いている日がほとんど

ないというほど人気があるわけであります

けれども、このような中で、室内多目的ド

ームは多くの町民の願いであり、皆さんが

完成を待ち望んでおります。

そこでなぜ、急ぐ必要があるのかという

ことを具体的にさまざまな観点から申し述

べたいと思います。

美幌町は、スポーツ少年団の活動が活発

に行われていることは承知のことと思いま

す。少年団の夏季のスポーツ種目では、野

球、サッカー、テニス、陸上、ラグビー少

年団が活動しておりますが、冬期間は、外

での活動ができなくなることから、練習場

所は、主にスポーツセンター中心となるわ

けであります。

そこで、これだけの団体が、スポーツセ

ンターだけでは十分な練習ができないのが

現状であります。子供たちのやる気、技術

の向上をさらに喚起していく施設整備が不

可欠であると考えます。
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一刻も早く、室内多目的ドームを建設す

べきと考えますが、改めて町長の考えをお

伺いします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 新鞍議員の質問で

ありますけれども、１回目に必要性の認識

と建設に向けての決意といいますか、答弁

をさせていただきました。

それで、もちろん私どもの町から、さき

のソチオリンピック含めて、また、北京オ

リンピックのときには、女子の競輪選手を

輩出しているということで、世界レベルあ

るいは全国レベル、全道レベルでありとあ

らゆる種目で活躍しているというようなこ

とがあると思います。

そういう認識のもと、冬は冬のスポーツ

をすればいいのですけれども、なかなかそ

れも難しいということで、夏のスポーツも

冬の間できるようにというのが、地域住民

の皆さんの希望であり、要望であると思っ

ていますので、スピード感を持ってと言っ

ておりますけれども、いずれにしろ今町民

会館とパークゴルフ場を優先して取り組ん

でおりますので、その後になると思います

けれども、しっかりと将来を見据えた中で

施設整備に当たっていきたいと、そのよう

に考えております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） ただいま町長から

お話がありましたけれども、昨年のソチオ

リンピックで４名の選手と１名のコーチが

出場し、町にとって大変名誉であり、誇ら

しく皆さんもそう感じたところでありま

す。

本当に、２万人ちょっとの小さな町では

ありますけれども、この美幌で生まれ育っ

た選手が、日本を代表して日の丸を背負

い、世界で戦う姿は、美幌町民に大きな夢

と希望を与え、郷土愛を高め、地域の活性

化にこの上もないよい影響をもたらしたこ

とは言うまでもありません。

その上で、こうしたトップアスリートと

なる過程においては、子供のころに培った

技術や、精神力が最も重要であるわけで、

そういう意味では選手の頑張りはもちろん

ですけれども、そこを支えていただいてい

る指導者の指導力、かける情熱が選手の育

成につながっていることは疑う余地もない

わけであります。こうした御努力、御尽力

に、ただただ熱意と感謝に絶えないところ

であります。

こうした少年団活動をより活発化し、技

術力向上、そして日本を代表するトップア

スリートを育てていくためにも、室内多目

的ドームを早期に設置すべきであり、建設

に向けてすぐに計画しなければならないと

思うのですが、町長は今、町民会館とかパ

ークゴルフ場からというお話がありました

けれども、この多目的ドームも急がれるべ

きではないでしょうか。２０２０年には、

東京オリンピッもありますけれども、でき

るだけ急いでいただきたいと思っておる次

第であります。

また、町長はオリンピックの熱が冷めな

いうちに、今がチャンスとよくおっしゃっ

ていたのを私も思い出しております。とに

かく前進した答弁というのは今聞けなかっ

たわけですけれども、やはり積極的に認識

を急速に施設に反映させる、やる気と気迫

は感じられますが、そこをもっと進めて、

さらに美幌らしい特色を持った施策を立て

ていくべきと思っておりますけれども、町

長、何かお話することがあればお願いしま

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 本当に美幌で育っ

た子が、世界、全国、全道レベルで戦って

いるということは、本人の努力はもとよ

り、新鞍議員おっしゃるように、指導者の

熱意があると思います。そして何より、こ

の町で安心安全に子供たちがそういったも

のに取り組める環境があるということが非

常に重要なことだと。
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そうした中で、子供たちが伸び伸びと努

力をして、いろいろな大会であるとか、競

技会で高成績を上げているということであ

ります。また、それを支える施設というも

のも極めて重要だと思います。

ただ、今この多目的ドームについては必

要性とその重要性については理解しており

ますけども、その前に優先して取り組まな

ければいけない施設もありますので、いず

れにしろ１回目の答弁をさせていただいた

とおり、いろいろな検討組織がありますの

で、その中にしっかりとした位置づけをど

うしていくかということも考えなければい

けないと思いますので、決して熱意がない

ということではありません。

私は、平成１９年に初当選させていただ

いたときからの町民の皆さんとのお約束の

中で、パークゴルフ場と室内ゲートボール

場という、この二つ並列型の施設をと言っ

ておりました。それで、一定のどこかで判

断をしなければいけないと思っておりま

す。

それは、多目的ドームの中に、室内ゲー

トボール場を盛り込むのか、また、単独で

いくのかということも、いろいろな方の御

意見を聞きながら、一定の判断をどこかで

しなければいけないと思っております。必

要性等については十分認識しているつもり

でおりますので、御理解をいただきたい

と、そのように思います。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 今、町長何度も必

要性の認識と言われました。これはもう昨

年９月の上杉議員の質問のときにも何度か

聞いております。それで、スポーツ行政を

一元的に担うスポーツ庁設置法が今の国会

で成立しております。

スポーツ庁の創設によって、関連予算が

拡充されれば、予算が少ない地方でも競技

普及が進むとともに、スポーツ振興策とし

て室内多目的ドーム建設を進めることは、

国の意向に沿う施策として美幌町の評価も

あるのではないかと私は考えるところでご

ざいますけれども、町長もう一言お願いい

たします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今この場で国が用

意している資金に該当するかどうかも全く

今のところわかりませんので、新鞍議員が

求めるような答弁ができなくて、まことに

申しわけございませんけれども、今のとこ

ろまだ財源までいっていないというところ

であります。先ほども言いましたように、

どこかで一定の判断をしなければいけない

ということがありますので、その判断をし

た後、財源をどうするか、そして具体的な

施設建設に向けてどう取り組むかというこ

とはその一定の決断の後になると思います

ので、御理解を賜りたいとそのように思い

ます。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） ただいまの町長の

答弁は理解しましたけれども、私は本当に

今でも、最優先で室内多目的ドームの建設

を推進すべきという意欲を強くしておりま

すけれども、これからも機会をとらえて何

度でもお伺いします。

次の質問、２点目ですが、パークゴルフ

場及び室内ゲートボール場施設整備基金に

ついての再質問でございます。二つの施設

への基金充当割合は、両施設の整備に資す

るものであり特段の定めがないとあります

けれども、パークゴルフ場整備基金をどの

程度使うのか。今わかる範囲でお答えいた

だきたいのです。

現時点で、パークゴルフ場整備基金をど

の程度使う予定でいるのかということでご

ざいます。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） ただいまの段

階で、基金の充当額については決めてはお

りません。基金ばかりではなくて、ほかに
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も特定財源を確保したいということで考え

ております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） パークゴルフ場及

び室内ゲートボール場整備基金が１億９,７

６５万２,０００円あります。施設整備に向

けて一定程度の財源を確保できたという答

弁がありますけども、この施設整備に向け

て一定程度の財源を確保できたという根拠

についてお聞きします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） この基金は両

施設の整備のための準備金ということで積

み立ててまいりました。この基金全てで二

つの事業を行うという考え方ではなくて、

あくまでも準備金ですので、当然そのほか

にも補助等も求めたいという気持ちも多々

ありますし、その中で一定程度というの

は、今までは２億円を目標に積み立ててき

たということで、一部の資金としては、こ

れでほかの特定財源、あるいは起債等を借

りる中で、事業が進められるのではないか

ということでの一定程度の財源という趣旨

でございます。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 数字を見る限り、

整備基金はまだまだ少ないと感じるわけで

ありますけれども、平成２７年の基金積立

計画を見ますと、増額の状況が見られませ

ん。年度末の増加分があるのか、その点、

今後の二つの施設の積立金をどの程度想定

されているのかお伺いします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 今の段階で

は、この基金についてさらに積み立てをす

るという判断には至っておりません。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） これから多額のお

金をかけて、施設を整備するわけですけれ

ども、ある程度、予算の計画性が必要では

ないかと思うわけです。パークゴルフ場を

建設するのに３億６,０００万円かかるわけ

ですが、整備基金を仮にパークゴルフ場に

１億円、そして室内ゲートボール場にも基

金１億円かける。こうした予算計画が必要

ではないかと思うわけでありますけれど

も、この基金のふたを開けたら、１億９,７

６５万２,０００円を全てパークゴルフ場に

充当する、こういうことにはならないと思

うのですがいかがですか。町長。

○町長（土谷耕治君） ３億６,０００万円

というお話がありましたけど、もちろんこ

れは超概算の事業費というようなことにな

ろうかと思います。もちろん、実施設計で

なお圧縮していくというのは、我々に与え

られた役割だと思っていますので、しっか

りと事業費あるいはランニングコストの節

減に、なお一層努めていきたいと思ってお

りますし、１億円というのは１回目の答弁

させていただきましたけれども、割合とし

ては特にないということであります。

大型の公共施設を建てるときに１００％

基金で持っているということなると、それ

はなかなか厳しい状況にありますので、建

設年度もどんどんおくれていくということ

も含めまして、大型であるほど起債で受益

する方の年度別の平準化を図っていくとい

うのが起債の役割だと思いますので、そう

いったことも踏まえて、全体的に建設に向

けて大丈夫だろうというのは、一定の積立

額ができたという判断に至っているところ

でありますので、そのように御理解をいた

だきたいと思います。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 先ほど、町長は室

内多目的ドームにはパークゴルフとかゲー

トボールができるようなニュアンスのお話

もしておりましたけれども、まさに、私も

考えていたわけです。

この室内ゲートボール場を、要するに室
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内多目的ドームとすれば、多くの町民が利

用でき、幼児から高齢者まで健康の保持・

増進や競技力向上、そして地域のコミュニ

ティの場としても大いに活用されるわけ

で、加えて今国も推進しております地方創

生において、いわゆる人口急減、超高齢化

という直面する大きな課題に対し、各地域

がそれぞれの特徴を生かした自立的で持続

的な社会の創設、そして人々が安心して生

活を営み、子供を産み、育てられる社会環

境をつくりだし、活力にあふれた地方の創

生を目指すことにありますけれども、室内

多目的ドームの建設は地方創生の推進目的

に大いに効果があるものと思っておりま

す。町長のさらなる御意見をお伺いしま

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私が町民の皆さん

とお約束してきたのは、ゲートボールは屋

外というようなイメージであります。そし

て、室内ゲートボール場というようなこと

でお約束をして取り組みを進めてきたわけ

でありますけども、室内パークゴルフ場ま

では、お約束をしていないということであ

ります。

それで、話としては、やはり多目的ドー

ムに室内ゲートボール場を取り込んで建設

するのと、あるいは室内ゲートボールを単

独で設けて、その他のスポーツを含めて室

内多目的ドームでやるのかというようなこ

とがあると思いますので、室内ゲートボー

ル場と多目的ドームはちょっと切り離した

お考えをいただいたほうがよろしいのでは

ないかと思います。

そんな中で、先ほど来言っていますよう

に、室内ゲートボール場については一定の

判断をどこかでしなければいけないという

のは、単独で室内ゲートボール場を建設す

るというお約束でありましたので、それを

放棄して多目的ドームの中で一緒に建設さ

せてくださいというのは、町民の皆さんに

向けてのお約束とちょっと違うので、一定

の判断をしながら、もちろん多目的ドーム

の必要性、重要性も感じておりますので、

そういったことで御理解をいただきたいと

思っております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） はい、理解いたし

ました。

それで、次の二つ目の再質問に移らせて

いただきます。

ＮＨＫのど自慢放送招致についての再質

問でございますけども、ＮＨＫのど自慢放

送は全国レベルのイベントのため、道内で

の開催は年間３カ所から４カ所と限られて

いるわけであります。

このため、のど自慢の招致をお願いした

からといって、美幌町で開催できる可能性

は１００％ではないわけでありますけれど

も、先ほどの答弁で、開催の申請は前年度

の９月ごろまでにＮＨＫに申請とありまし

た。平成２８年、来年の４月以降の早い時

期にＮＨＫに申請されてはどうかと今考え

ておりますけれども、お伺いします。

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） ただい

まの早い時期に申請してはということでご

ざいますけれども、ＮＨＫのほうで毎年そ

うした公開番組イベント等の実施調査の希

望取りまとめの部分がございますので、そ

れに毎年出てきますそうした要綱に照らし

合わせて、申請を考えていきたいと思って

おります。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） はい、理解いたし

ました。

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） ただい

まの答弁でございますけども、申請にとい

う部分では、あくまでもまだ検討している

事業の中の選択でありますので、そうした

中でＮＨＫのど自慢が申請という部分の事
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業検討であれば考えておりますので、まだ

そういう申請段階ではございませんし、ま

だ決定事項ではないということで改めて御

説明させていただきます。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 私もちょっと聞き

間違えたということで、ことし、近隣の町

で開催しているところが、８月２日が中標

津、１１月１５日に遠軽町があるわけです

けれども、今、美幌でお願いするのは２年

後ですけれども、招致に向けて情報を若干

でも把握しておいたほうがよろしいのでは

ないかということで、中標津、遠軽町で開

催するということでございます。３３年

前、美幌町で開催された時は、相当数の町

職員の方が裏方として手伝われ、本当にご

苦労されたということをお聞きしておりま

す。さまざまな課題を克服して、数十年に

一度のイベントの開催を願って、来年また

１年後に、再度質問をさせていただく予定

であるということで、次の三つ目の質問に

移ります。

街路についての再質問でございますけれ

ども、街路樹の維持管理のあり方で、毎年

きめ細かに剪定するのが理想的ですが、や

はり町の予算の関係で、経費を十分にかけ

ることができないのが実態であるというこ

とは私も理解しております。

以前、大がかりな剪定を行った公園通り

や幸通り、当初は雑であるとか、剪定が強

過ぎるとの意見があったと言われておりま

すけれども、今、歩いていても何のいやさ

もなく、整然として見やすくなっておりま

す。

町民の方のさまざまな意見があるのは理

解できますが、限られた予算を有効に活用

するためには、これからも大きくなった樹

は少し思い切った剪定が必要であると私は

考えておりますけれども、考えがあればお

聞かせください。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） ただいま

の剪定の関係でございますが、議員御指摘

のとおり、過去には厳しい財政状況等もあ

りまして、剪定の回数等を減らしたことも

あり、強過ぎる剪定で、いわゆる街路樹が

丸坊主になった等でかなり厳しい御指摘を

受けたこともありました。

そういった反省を踏まえながら、剪定の

あり方等について、内部でも研修等を行っ

て、どんな形がいいのか、強過ぎる剪定で

はなく、見やすいあり方について研修して

いる状況でありますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 正直申しまして、

丸坊主になっても枯れはしないのです。樹

というのは非常に丈夫なものですから。本

当に町民の方に理解してもらえるようにす

るのが本来の姿でしょうが、なかなか理想

どおりには、先立つものが予算でございま

す。本当に樹の種類によっては、２メート

ル以上成長をするわけです。ですから、や

はり中にはある程度思い切って剪定をする

ことにより、一、二年は毎年剪定しなくて

も、一、二年は休ませられるという、経費

の節減というのも、考えられるわけであり

ます。

私は二、三カ月に１回、運動がてら、見

て回っているわけですけども、街路樹のほ

かにも遊歩道の道路沿い、部分的に枯れた

木とか、また町の所有の土地、あちこちに

点在しているわけでありますけれども、そ

の場所によってはすごく大木と言います

か、もう切ってもいいような樹とか、今言

いました部分的に枯れた立木をよく見かけ

るわけであります。そういう樹は伐採する

なり、枯れた部分の剪定を早めにしてはど

うかと。あと、街路灯、防犯灯、そういう

もののすぐそばにある立木は照明を遮断し

ているわけです。ですから、そういうもの

は思い切って切ってしてしまうということ
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ですが、御意見があればお聞かせくださ

い。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 電話線、

街路灯、防犯灯などに覆いかぶさっている

ような、いわゆる支障木の関係でございま

すが、こういったものがありました場合

は、まず町としましては、その樹の所有者

をまず確認させていただいております。

さらに、その樹が町のものであれば、町

で対応させていただいており、個人の方で

あれば、個人の方にその旨お話をして、対

応していただいております。

また、電線、電話線については、北電、

ＮＴＴに対応していただいておりますが、

いずれにしましても早期発見と早期対応と

いうのが何より重要で、歩行者、通行され

る皆さんの安全につながってくると思って

おりますので、今後とも早期発見、早期対

応で進めていきたいと思っております。よ

ろしくお願いします。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 季節を通して町民

の方からさまざまな御指摘があるとお聞き

しておりますけれども、繰り返しになりま

すが、限られた財源をどう生かすか、時に

は今までの枠にとらわれずに、みんなで知

恵を出しながら、問題に対処されることを

お願いしまして、私の質問を終わらせてい

ただきます。以上です。

○議長（大原 昇君） これで３番新鞍峯

雄さんの一般質問を終わります。

暫時休憩します。再開は１５時１０分と

いたします。

午後 ２時５５分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ３時１０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

７番早瀨仁志さん。

○７番（早瀨仁志君）〔登壇〕 さきに通

告してありました４項目について、随時質

問をしてまいります。どうぞよろしくお願

いいたします。

まず、１点目、ビート育苗センターにつ

いてであります。

畑作物の重要品目であるビートは、近

年、作付が減少傾向で、町を挙げて作付を

奨励してきたところですが、植えつけ時

期、収穫時期の悪天候により、生産者も大

変苦労をしてきています。

春先の労働力不足を少しでも補うため、

育苗センターができ感謝しているところで

す。

今年度は、試運転でわずかな稼働ではあ

りましたが、次年度以降は７００ヘクター

ル以上の希望があると聞いております。

ビート育苗センターの育苗土として、平

成２６年度より４年間、河川のしゅんせつ

土運搬を町で行っていただくこととなって

おりますが、５年目以降も継続する考えは

ないかお聞きいたします。

２点目であります。ビート育苗センター

では、河川しゅんせつ土から、石れきや木

片などを取り除いて育苗土に利用しており

ますが、石れき、木片などの処分につい

て、町の廃棄物処理場に搬入することがで

きないか、お聞きいたします。

３点目であります。河川しゅんせつ土以

外にも、工事等で発生する土について、情

報の提供が望まれますが、町としての考え

をお聞きします。

２項目めでありますけれども、てん菜の

西部萎黄病についてであります。西部萎黄

病は、アブラムシ（主としてモモアカアブ

ラムシ）によって媒介されるウイルス病

で、感染すると葉が黄化するだけでなく、

根重・根中糖分が低下し、感染から２０日

で病徴があらわれ、感染時期が早いほど被

害が大きくなるとされております。

近年、てん菜の西部萎黄病の発生が拡大

していますが、町として関係機関と連携し
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て、その予防に取り組むことが必要と考え

ますが、いかがでしょうか。

３項目めであります。ホクレンの豆調整

工場についてお伺いいたします。

現在、町内にある豆調整工場は、老朽化

に伴い新築移転を考えていると聞きました

が、美幌町が事業主体となり、補助事業を

利活用して、豆調整工場を美幌町内に新設

することが可能なのか。また、その検討の

有無についてもあわせてお聞きします。

２点目といたしまして、移転に伴い、生

産者の負担は増加すると考えられますが、

町として支援する考えがあるかお聞きしま

す。

４項目めであります。国営網走川中央地

区土地改良事業についてであります。

まず１点目であります。地区調査の進捗

についてでありますけれども、当初のスケ

ジュールでは、平成２５年度から平成２７

年度までの３カ年で地区調査を終了し、平

成２７年度最終年度で予算の内示、法手続

の開始、施工申請の同意及び徴収、そし

て、施工申請となる予定でしたが、１年間

延びることとなりました。

事業費負担、維持管理費負担に対する農

家への説明、畑地かんがいの意向最終確認

はいつまでをめどとしているのか、お聞か

せください。

２点目でありますけれども、これほど大

きな事業を行うのに、北海道開発局の担当

職員が大幅に交代しているというのはいか

がなものかと考えております。この事業に

対してやる気度が足りないように感じられ

るのですが、非常に残念なことでありま

す。町としてその影響をどのように考えて

いるかお聞かせください。

以上、４項目について質問いたします。

よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 早瀨議員

の質問にお答えをいたしたいと思います。

初めに、ビート育苗センターについてで

ありますが、一つ目の御質問でありますけ

れども、ビートについては本町の主要畑作

物の一つであり、輪作体系や町内経済にお

いても欠かすことのできない重要な作物で

あります。

平成２０年度までは２,８００ヘクタール

以上の作付面積がありましたが、今年度の

作付面積は約２,４００ヘクタールとなって

おります。

減少した要因については、平成２２年以

降の低収量、低糖分、低収益による他の作

物への移行が進んだこと、そして、ビート

移植苗の育苗にかかる春先の労働力確保問

題も、作付が減少した大きな要因だと考え

ております。

ＪＡびほろにより、平成２６年度に、て

ん菜共同育苗施設が完成し、今年度の試験

操業の後、平成２８年度から約１００戸の

生産者より、おおむね８００ヘクタール分

の苗供給の意向があると聞いております。

町としては、てん菜共同育苗施設の建設

に伴い、一層のビート作付奨励を図るた

め、育苗土の確保対策及び生産者への供給

単価抑制のため、沈砂池から出るしゅんせ

つ土を４年間運搬することとさせていただ

いたところであります。

御質問の５年目以降のしゅんせつ土の運

搬についてですが、沈砂池から出るしゅん

せつ土の量及びしゅんせつ土の置き場所な

どの問題もあり、安定したしゅんせつ土の

提供が可能かを含め、今後の状況を見なが

ら運搬について検討していきたいと考えて

おります。

二つ目の御質問ですが、河川しゅんせつ

土から出る石れきや木片の自然出土物の処

理についてでございますが、一般的に石れ

きについては、廃棄物（ごみ）に該当しな

いことから、町の一般廃棄物処理場での受

け入れはできません。また、河川しゅんせ

つ土から排出される木片につきましては、

建設現場から排出される木片と異なり、一

般廃棄物となるため、町の一般廃棄物処理
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場で受け入れすることができます。

三つ目の御質問でございますが、公共工

事等で発生する土についての、情報提供で

ございますが、現在、河川しゅんせつで生

じた土を一時堆積し、曝気させてから農地

で有効に利用していただいておりますが、

れきの混入度合いによっては、全てが受け

入れされる状況ではございません。

また、道路工事で掘削した土や、農業用

用水路から生じた土には、多くの火山灰や

砂利・れきが含まれており、育苗に適さな

い土と考えられます。

今後におきましても、しゅんせつ土や工

事残土などの有効利用に向け、関係機関と

連携を図り、情報を共有しながら取り進め

てまいります。

次に、てん菜の西部萎黄病について。近

年てん菜の西部萎黄病の発生が拡大してい

るが、その対策についてはどうかについて

でありますが、西部萎黄病は、１９５５年

に札幌の採種場で発生が確認されており、

オホーツクでは１９７５年に発生しました

が、終息をしております。

その後、オホーツクでの発生は確認され

ておりませんでしたが、町内でも昨年８月

中旬以降に、モモアカアブラムシがビート

畑に飛来し、９月中旬に発生が確認されま

した。幸い遅い時期での発生であり、被害

がほとんどない状況でありました。６月か

ら７月の早い時期に感染した場合は、被害

は大きくなり、根重は２５％、糖分は１

０％、糖量は３０％も減収し、反収にして

約３万７,０００円程度減収すると試算され

ており、西部萎黄病を発生させない取り組

みが必要であると認識しております。

町としても、日甜、ＪＡ、普及所と連携

を図り、情報収集をしているところであり

ます。

モモアカアブラムシは、ハウス内の作物

残渣や雑草に寄生して、越冬し翌年も感染

源となることから、昨年１０月には、関係

機関によりハウス内の防除など、越冬をさ

せない対策のリーフレットを生産者へ配布

しており、また、ことしも生産者に対して

有効とされる防除について、周知をしてい

るところであります。

今後も引き続き関係機関と連携を図りな

がら、情報収集と対策の検討を行い、西部

萎黄病が終息に向かうよう取り組みを進め

てまいります。

次に、ホクレン豆調整工場について。一

つ目の御質問でありますけども、現在の施

設は管内６農協（美幌、津別、女満別、東

藻琴、西網走、端野）とホクレンの共同利

用工場として、昭和４５年１１月に操業を

開始しており、現在ホクレン常駐職員３

名、パート職員１４名が従事しておりま

す。

施設の老朽化により、工場の新設の検討

がホクレンや関係ＪＡの中で進められてき

ており、ＪＡびほろから平成２５年１０月

に、美幌町内の工場存続に向けた支援の可

能性について検討の依頼があったところで

あります。

内容につきましては、町が事業実施主体

となり、工場を建設し、指定管理者制度に

より、ホクレンが運営を行っていくとする

もので、事業費６０億円の２分の１を国の

補助を活用し、補助残の３０億円について

は、町が起債を起こす方式によるものであ

ります。また、平成２６年４月にＪＡびほ

ろ組合長より、工場移転に係る要請書の提

出がありましたが、町が事業実施主体とな

る方式については、今後、大型の国営土地

改良事業（美女地区、中央地区）の実施を

控えており、起債が大きく膨らむ見通しに

あることから、工場建設のために起債を抱

えることは、公債費比率を高めることとな

り、財政健全化維持及び町民に与える影響

を考慮した場合、町が事業実施主体とな

り、建設することは困難である旨、回答を

させていただいております。

財政的な支援は困難であるものの、用地

の提供を含め、支援できることがあれば、
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最大限支援について検討したい旨、同時に

回答させていただいたところであります。

二つ目の御質問ですが、工場が美幌町以

外に移転した場合の生産者への影響でござ

いますが、新工場へ集荷するための輸送コ

ストの増加や、町内での一時集荷のために

係る経費なども予想されますが、生産者に

とってどのような影響があるのかを含め

て、ＪＡと一体となって検討を図りたいと

考えております。

次に、国営網走川中央地区土地改良事業

についてであります。

国営網走川中央地区調査でありますが、

平成２５年度から２７年度までの３カ年で

地区調査が完了する予定でありましたが、

当初計画の西幹線頭首工及び畑地かんがい

施設整備から、西幹線用水路の改修を含め

ての計画変更となりました。

国営分総事業費についても、当初３６億

円でありましたが、計画変更については９

０億円となり、水利用の方法も変更となっ

たところであります。これらの変更に伴

い、受益者への説明及び大空町や大空町の

水田受益者への説明を行うのに時間を有す

るため、調査期間を延ばしたいと網走開発

建設部からの説明を受けたところでありま

す。

そのため、予算内示、法手続の開始、施

工申請の同意は１年間延びることとなりま

した。町といたしましては、受益者に十分

な説明を行っていただき、理解した上で、

受益者が最終判断できるよう、網走開発建

設部にお願いをしているところでありま

す。今後のスケジュールにつきましては、

事業費負担、維持管理費負担の農家への説

明、畑地かんがいへの最終意向調査を７月

から８月ごろまでに終わらせ、その後に最

終受益者戸数、受益面積等が決まっていく

こととなりますので、御理解をお願いいた

したいと思います。

二つ目の御質問の、北海道開発局の担当

職員が大幅に交代するのはいかがなものか

についてでありますが、網走川中央地区は

本町にとっても大きな事業であるため、担

当職員が大幅に変わるということについて

は、若干の懸念を持っているところであり

ますが、担当されます職員の方々について

も積極的に取り組まれており、今後におい

て連携を図りながら、調査、事業に支障が

出ないよう進めていきたいと考えておりま

す。

以上、御答弁をさせていただきました。

よろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ７番早瀨仁志さ

ん。

○７番（早瀨仁志君） それでは、１項目

めからの再質問をしていきたいと思いま

す。

まずビート育苗センターについてであり

ますけれども、１点目の中で今後の状況を

見きわめた上で、運搬について検討してい

きたいということでありますので、ぜひと

も５年目以降も町のほうで担っていただく

ようにお願いしたいと思います。

それから、２点目でございますけれど

も、しゅんせつ土から出た異物、石れき、

木片についてでありますけれども、これら

について、センターとしても非常に処理に

困っている状況であります。これはどこに

でも投げられないという状況にあるので、

何とか町のほうで、これを処分場もあるの

で、処分をお願いしたいということなので

す。

それについては、木片だけはいいという

ことなのですけれども、石れきはやはりそ

ういう処理物にはならないということなの

でしょうか。再度お伺いします。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 石れきにつき

ましては自然物でございますので、ごみに

は該当しないということになり、ほかの異

物については受け入れるということでござ

います。処理場も今分別を徹底しておりま

して、石だとかそういうものについては、
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土場だとか、石業者のほうにお願いすると

いうような形になろうかと思います。

○議長（大原 昇君） ７番早瀨仁志さ

ん。

○７番（早瀨仁志君） 実際に一旦こちら

で預かればセンターのものということにな

ると思うのですが、こちらも非常に処分に

困るということなので、町としてもこれに

ついて、何かしら手立てがないかというこ

とを考えていただきたいとは思うのですけ

れども、それについてはどうでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） やはり石につ

いては、どうしても自然物なものですか

ら、ごみ扱いにはならないということで、

処理場の延命のこともございますので――

例えば覆土であれば、覆土でできるものは

受け入れることは可能ですけれども、石は

非常に処理場としては難しいというふうに

考えております。

例えば、砕石業者とかもございますの

で、そういうとこであれば、恐らく大量に

あるのであれば有料で引き受けるというよ

うなこともあろうかというふうに考えてお

ります。

○議長（大原 昇君） ７番早瀨仁志さ

ん。

○７番（早瀨仁志君） せっかく町で苦労

して収集していただいた土砂を有効に使わ

せていただいております。本当にありがた

いなと思っていますけれど、それから出た

石についてごみでないと言われたらごみで

ないのだと思いますけが、我々も非常に処

理に困っています。それで、良い知恵があ

れば、お貸しいただきたいなというふうに

思っております。

少々の経費がかかることも、先ほど話し

にあったように、理解はできますけれど

も、何とか生産者になるべく負担をかけな

いように我々も考えていきたいと思ってお

りますので、どうぞ何か良い知恵があれば

によろしくお願いしたいと思います。

それについては、答えはよろしいです。

それで３点目のしゅんせつ土以外で利用

できる土がないかということで、情報がほ

しいということであります。

私は大正橋のすぐそばにおりますので、

大正橋のところで、よく春先に見ると、川

の中に堆積した土がいっぱいあるというこ

とで、ああいう土を使わせていただけるの

であればありがたいと。これは町と関係が

なく、開発の関係になると思いますけれど

も、ぜひともそういうことも町も中に入っ

て、そういった話し合いにご協力いただけ

ればと思うのですが、それについてはどう

でしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） このビート育苗セ

ンターについては、町も３年間８５０万円

を御支援して、ばらまきにならないかとい

う反省を込めて、ＪＡの今回の御決断を得

て、町ができることをしっかりやりますと

いう中で、土の調達、運搬を役割として担

ったということであります。

それで、しゅんせつ土以外についても、

工事残土で出る部分もありますけれども、

そういったものも、情報収集しながら４年

という一つの約束事がありますので、それ

以降についても、できることであれば調達

に向けて引き続き努力したいと思っており

ます。

それで、ビートという話ですけども、ビ

ートは生産者にとっては、輪作体系の確立

のためにも代替作物がないわけであります

から、これを遵守するということと、もう

一つは、地域経済に与える影響があると。

それはもうとりもなおさず、美幌に工場が

立地しております日甜の影響を考えると、

多大な影響があるというようなことで、こ

ういった対応をとらせていただいておりま

すので、法を破ってまでできるということ

はなかなか難しいことでありますので、法

の中で、そして我々ができる範囲の中で、

しっかりとした対応を引き続きやっていき
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たいと、そのように考えております。

○議長（大原 昇君） ７番早瀨仁志さ

ん。○７番（早瀨仁志君） 法を破るとい

うのは、別に法を破るとまでは思っていま

せんけれども、それと関連してビートの振

興ということでありますが、ビートは当

然、自分で苗づくりをするというのが本来

の仕事だと思っています。やはり、美幌町

内、高齢化が進んで後継者もいないという

ことで、やむを得ずこういうセンターがで

きたのだというふうに自分たちも考えてお

りますけれど、有効に利用するために、せ

っかく使うには低価格で使ってほしいので

す。これがいっぱい経費をかけて、倍も３

倍も経費をかけてやるのだと、結果的に所

得につながらないということになりますの

で、ぜひとももその辺の考えもありますの

で、町としてもばらまきと言わないで、振

興のためにぜひとものご協力をお願いした

いと思っております。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 育苗センターの単

価がなかなか決まらなかったのですけれど

も、１作当たり、２,３００円程度というよ

うなことで、隣町と同じぐらいの価格にな

ったということですが、ただ、労働力があ

るところは、これより低い単価で実際自分

のところで苗をつくっているということで

ありますので、このへんどうするかという

ことは、ＪＡと十分協議をし、せっかくつ

くった施設が、約８００ヘクタールに対応

できるということでありますので、これが

５００ヘクタールだとか４００ヘクタール

になるということになると、せっかくの施

設が無駄になるということであります。

一方で、農家労働力も非常に厳しいとい

う状況も聞いております。それで何戸かの

農家が集まって、育苗をハウスの中で作業

しているというような状況も聞いておりま

す。いずれにしろ、労働力が厳しいという

ことがありますし、単価の問題もあります

ので、その辺も今後どうするかについては

ＪＡとしっかりと協議をしてまいりたい

と、そのように考えております。

○議長（大原 昇君） ７番早瀨仁志さ

ん。

○７番（早瀨仁志君） ２項目めの西部萎

黄病についてでありますけれども、昨年度

も発生を見て、それについて素早く対応し

ていただいたということでありますので、

やはり１回出ると、またすぐに出てくると

いう可能性が高いわけでありまして、徹底

した防除を図られるのがよろしいではない

かと考えております。

防除するに当たっては、経費がかかると

いうことであります。

先ほどお答えの中に、被害が大きく出た

場合には、反収で３万７,０００円程度減収

しますよということであります。そうなら

ないために、防除の徹底も図らなければな

らないと考えておりますけれども、それら

について生産者が手当するのが当たり前だ

と思いますけれども、町として、これらに

ついて手当ができる面があるかどうか、お

聞きしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） このアブラム

シの発生元が、今ビートに付着をしている

ということで、ビートの被害がふえていっ

ているということになっております。

ただ、アブラムシの被害については、ビ

ートだけではなくて、野菜含めていろいろ

な形で被害が出ているというのも、一方で

は現実であります。

町内のビートの作付面積の平均が約９ヘ

クタールということで、その分の防除費用

は試算の中で７万３,０００円程度と、年間

の防除費用ということで試算されておりま

す。アブラムシを抑えるために、単年度で

終息に向かうのか年数がかかるのかはちょ

っと先がわからない状況の中でありますの

で、ビートの作付農家だけではなくて、地

域全体からアブラムシを抑えていくという

ことの対策も必要かなと考えていますの
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で、その辺も含めて再度ＪＡとも協議を図

りたいと考えております。

○議長（大原 昇君） ７番早瀨仁志さ

ん。

○７番（早瀨仁志君） 我々はよく消毒と

いうのですけれども、消毒ではなくて防除

ということで、前もって取り除くという

か、かからない前に防除するということが

大事だと思います。ぜひともパンフレット

で周知徹底もいいのですけれども、できれ

ばそういった啓発に補助事業等でやってい

ただきたいのです。ビートだけと言われる

と、非常に私も心苦しいのですけれども、

やはり美幌にとって先ほど町長が言ったよ

うに、ビートというのは非常に大きな作物

であります。当然日甜も抱えていると、輪

作体系の一翼を担っているビートでありま

すので、ぜひとも一歩踏み込んで農業振興

のために町として、全体で補助をするとし

たら、どのくらいになるのか、おそらく１

回くらいは試算しているのだと思うのです

けども、できるかできないではなくて、例

えばするとしたら、どの程度かかるかとい

うことをもしわかれば教えていただきたい

と思います。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 防除費用が、

大体１ヘクタールで８,０００円ぐらいとい

うふうにお聞きをしております。

ただ、そのアブラムシの発生を抑えると

いうのは、先ほどの１回目の答弁でありま

したけれども、野菜の残渣物あるいはその

畑の雑草、こういったものにもアブラムシ

が付着をしているというところからいけ

ば、ビートの作付面積だけで全てのアブラ

ムシの発生を抑えることができるかどうか

ということも、検討しないといけないと思

っていますので、ビート作付面積以上の対

象地域での防除が必要になるということも

可能性としてあるのかなと思っています。

それらを含めて、日甜、あるいはＪＡ、普

及センターと協議をさせていただきなが

ら、どのような対策がいいのか検討させて

いただきたいというふうに思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） ７番早瀨仁志さ

ん。

○７番（早瀨仁志君） 萎黄病については

以上で終わります。

続きまして、ホクレンの豆調整工場につ

いてでありますけれども、美幌町でも検討

はしていただいたというふうには考えてお

りますけれども、近隣の市だとか町でも、

こういった行政が事業主体になって施設を

つくるということがよくあります。美幌町

はこういうことをしたことがないというこ

とでありますけれども、今回これを検討す

るに当たって、例えば北見だとか網走の事

例について、勉強したことがあるのか、ち

ょっとお聞きしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 同じようなケ

ースで、網走市が事業実施主体となって建

設をして、ホクレンが指定管理者として運

用を図っているという事例がございまし

て、その事例をもとに、今ホクレンがこう

いう形でということのお話だというふうに

考えております。

ただ、網走市がやったときは、起債の５

０％が財政措置の制度がありましたが、今

現在は、この措置がないということで、地

元負担、あるいは大きな事業費の中でいけ

ば、起債の借り入れがふえるので公債費の

比率が大きく上がると。もう一つは、起債

の借入額が大きいほど、他の事業にも影響

を及ぼすということも懸念いたしまして、

今回、網走のことも当然検討させていただ

きながら、最終的には美幌町が事業実施主

体となって調整工場を建設することは不可

能であるという結論を出させていただいた

ところでございます。

○議長（大原 昇君） ７番早瀨仁志さ

ん。

○７番（早瀨仁志君） 昭和４５年に美幌
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町にこの施設ができて、４５年間ここに施

設がありますので、美幌町ではここにある

のが当たり前というような考えがありま

す。この施設が、例えば美幌町からなくな

って、ほかの市町村に行ってしまうという

ことを簡単には頭の中に想像が浮かばない

ものですから、ぜひともできれば美幌町に

こういう施設を残していただきたいなと思

っております。

先ほど、網走市の事例をお話しいただき

ましたけれども、恐らく網走市は半分以上

は補助、残りの５０％の恐らく７割、８割

が、また別の対策で補助の対象になってい

るのだろうなと思うのですけれども、美幌

町も考えようとしたら、そういう補助事業

でありとあらゆるものを探していただい

て、何とか美幌町に残したいということ

で、頑張る姿勢がちょっと見えないという

か、もうちょっと見せてほしいなと思うの

です。いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 姿勢が弱いという

か、見えないということでありますけれど

も、私どもの財政状況も、新健全法の中

で、ようやくここにきて安全ゾーンに入っ

てきたということであります。そして、経

済部長から答弁がありましたように、網走

は補正予算債を使ったというふうに聞いて

おりますので、補正予算のためには、経済

対策含めて、多分そういった措置がとられ

たのではないかなと思います。いろいろな

事業を検討した結果、それが今ないという

ようなことで、もう一度起債を借りるとい

うことであれば、実質公債費比率もまたぐ

んとはね上がるというようなことになりか

ねないと。

そして、事業費全体も網走の麦乾は４２

億円と言われております。今度、豆工場は

６０億円というお話がありましたので、こ

れはとても絶えられる額ではないなという

ことで、我々ができることはなんだろうと

いうなことで、いろいろ考えてきました。

土地の提供、空き施設があったり、今移

転・改築をするというのは、周りに住宅も

張りついてきているというようなことも含

めて、かつ老朽化しているということで、

移転・新築をしたいということであります

ので、我々ができることは土地を無償でお

貸しするだとか、そういったことが最大限

できることかなというようなことで、回答

をさせていただいたので、見えないと言わ

れるとちょっとつらいところが実はありま

すので、その辺は十分御理解を賜りたい

と、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ７番早瀨仁志さ

ん。

○７番（早瀨仁志君） 本当に見えないと

思うのです。

美幌町は、基幹産業は農業だと言われて

おります。

以前からも、美幌町の農業施設、美幌広

域連、それから農工連というのもありま

す。広域的な事業を行っている施設が美幌

町に固まっています。やはり、中心的な場

所だから美幌町に集まっていると私は思っ

ているのです。

それは、先人たちが苦労して集めたとい

うこともあると思うのですけれども、やは

り豆工場も美幌町にあったらいいなという

ことで、できたと思うのです。

それが、ホクレンの都合もあるのでしょ

う、美幌町の財政的ないろいろな問題もあ

るのでしょうけども、そこを押してでも、

美幌町にぜひともということで、町長のや

る気があれば絶対できない額ではないはず

です。

そして、事業も持ってこようと思えば、

私も補正か何かよくわかりませんけども、

半分を、全部町の借金でまかなうことには

ならないと思うので、これを検討するのが

短すぎると思うのです。

もうちょっと長い期間をかけて、ゆっく

りやるということができなかったのかとい

うことで再度お答え願いたいと思います。
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○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） もうちょっと長い

時間をかけて検討というようなことです

が、それと、ホクレンの持ち分のやり方が

具体的にホクレンから私どもに直接あった

わけではなくて、農協を経由してお話があ

りました。農協自体もホクレンから余り情

報が出てこないという中で、網走方式と言

われて、網走の状況を私どもは聞いて、こ

れであればなかなか難しいということで、

土地の提供ぐらいであればできるという判

断で回答をさせていただいたということで

あります。一口に６０億円で３０億円借り

入れを起こすということなると、本当にま

たイエローゾーンに入ってみたり、レット

ゾーンが近くにきたというようなことに多

分至るのではないかと思っています。健全

ゾーンにいるのは、住民の皆さんの負担を

強いたり、我慢を強いたりというなことで

今できているので、農業についての全体的

な支援の方式については、土地改良事業に

ついては畑総で我々しっかりやっているつ

もりでおりますし、国営の美女地区、それ

からこの後出てくる中央地区でも一定の決

断をさせていただいておりますので、全く

基幹産業の農業という位置づけを恥ずかし

めるような対策ではないと、我々思ってお

ります。この部分だけとらえられると非常

につらい面もありますので、そういった御

理解もお願いをしたいなと、そのように思

っております。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 今の早瀨議員

のもう少し時間をかけてということのお話

がありましたけれども、当初ＪＡからお話

をいただいたときには、平成２７年度建設

ということでお話を伺っております。最終

的には、２６年の４月に組合長から要請を

受けているということで、事業の進捗、事

業申請を考えたときに、そんなに時間がな

い中での決断をしなくてはいけないという

ことだったということについても、御理解

をいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） ７番早瀨仁志さ

ん。

○７番（早瀨仁志君） いろいろ説明は聞

きました。理解はしているつもりなのです

けれども、町の財政の事情もよくわかって

はおりますけれども、思い切ってやると決

めればやれないことではないと思うので、

できれば本当はやってほしかった。

美幌町は、農業に対してこういうことを

やったことがないというのが、決して私は

自慢できることではないと思うのです。北

見市でも同じようなことをやって、網走市

もやっている、本当にできれば、財政負担

は大きくなりますけれども、やはり農業発

展のために、ぜひとも本当はやってほしか

ったというふうに考えております。この質

問はこれで終わります。

それでは最後になりますけれども、国営

網走川中央地区土地改良事業について再質

問をさせていただきます。

１年延びたということで、非常に残念な

思いはしているところですが、この事業は

非常に長期にわたる事業でありまして、１

年延びると、実際に使えるのは１０年後く

らいになってしまうくらいの事業なので、

できれば早く取りかかっていただきたいと

思っていたところです。実は私、この期成

会の役員もやらせてもらっていて、非常に

わかりづらい説明が多くて、いつの時点で

頭首工からかんがい工を全面に直していく

ということになったのか、非常にわかりづ

らかった面もあるのですけれども、おくれ

た理由はわかります。

ただし、町がこの事業に対してどういっ

た対策を講じていただけるかということ

が、まるっきり我々に見えてきません。

実は、古梅ダムの関係で、大きな事業を

やっています。それは生産者、受益者がど

れだけの負担をして、どれだけの管理費が

かかりますということは、実際、現在は決

まっていて、そのとおり行っています。
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それがわかっているにもかかわらず、

我々がやろうとしたときに、しからば、そ

の中央地区であなた方どれだけかかるか、

まず説明もなければ、本当にわかりやすい

説明がないということで、非常に困ってい

るのです。

できれば、具体的でなくてもある程度わ

かった数字のイメージがあって、しからば

私たちはどんなふうに向かってやっていけ

るかということがわかると思うので、ちょ

っと取り進めに対して、非常に我々として

は不満な点があるのです。それについてち

ょっとお聞きしたいです。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 生産者の皆さんに

ついては、今おっしゃったようなことだと

思います。我々も同じ気持ちです。

１回目で答弁をさせていただきましたけ

ども、開発から、当初３６億円がいきなり

９０億円に事業費が上がったというような

ことも含まって、本当に私も開発建設部に

大分ものを言いました。ものを言ったので

すけども、これをやめるということにはな

らないというような思いに至って、それは

なぜかというと、やはり生産者の皆さんの

顔を浮かべると、この事業はやらなければ

いけないという一定の判断をしたわけであ

ります。

そんな中で、事業がおくれてくる、そし

て事業費が膨らむ、その事業費はなんで膨

らんだのかということから始まって、ちょ

っと時間がかかって、しっかり説明責任を

果たすために、開発の最終的な判断として

１年、時間の猶予をいただきたいというこ

とで、我々も了解をしてそのスケジュール

に合わせていきましょうと。我々は、前例

として、古梅ダムを使った畑かんの例を持

っているわけですから、それを生産者の負

担を下回ったり、上回ったりするというな

ことにはなかなかなり切れないと。前例と

してあるので、そこは前例としてしっかり

それに合うような形の説明をしなければ、

議会の理解も、町民の皆さんの理解も得ら

れないという判断をしております。そうい

った中で、これから７月から８月にかけて

しっかりと提示できるとそのように期待も

しておりますし、我々もやらなければいけ

ないと思っております。

私も随分、昭野、美和地区含めて、歩い

てこの話をさせていただきました。その中

でやはり出てくるのは、自分たちの負担は

どれぐらいなのか、それによって事業に乗

れるか乗れないかを判断しなければいけな

いという、多くの声をいただいております

ので、開発の事業費をどれだけ下げていた

だけるのかによって、また額も変わってき

ますので、そういったとこで判断をしっか

りして、提示を早めにして、進むのか後退

するのか、やめるのかというような判断も

当然出てくると思いますので、開発ともし

っかりと協議をしながら生産者の不安のな

いような形で取り組みをできればしていき

たいと、そのように考えております。

○議長（大原 昇君） ７番早瀨仁志さ

ん。

○７番（早瀨仁志君） ３６億円という記

憶は、自分はないのです。実際の話、もう

ちょっと高かったというように記憶をして

いるのですけども。ただ、９０億円となっ

たときにはさすがに私もびっくりした面で

はあります。９０億円だからやめて、もっ

と安かったらやるというのではなくて、私

たちは畑のかんがい施設が必要だからこの

話で実際やっているわけなのです。やるこ

とによって、やはり農業所得も向上して、

いい品質のものが取れるということで、ぜ

ひとも我々はやりたいという考えなので

す。

それで、町としてこの事業に対して、地

域の方々にもうちょっとわかりやすく説明

をしていただくようにしてもらわないと、

先ほど町長が言ったように、実際にどれだ

けの経費がかかって、どれだけの負担がか

かるのかというのが、まるっきりわからな
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いということなのです。ただ、大枠ではあ

ります。もう非常に高過ぎて、最初からこ

の金額では話に乗れないというような状況

だから、町としてどれだけのことができる

かということが、まるっきり入ってこない

ということで、非常にそこが今回メインで

聞きたかったところなのです。

それをここで、例えば先ほど話があった

ように、古梅で行った事業と変わらないよ

うな対策で、中央地区もやっていただける

となれば、こんないい話はないと思うので

すけれども、先ほど、上でもない、下でも

ないという言い方をしていたかと思うので

すけど、そのニュアンスでもう一度お願い

します。

―――――――――――――――――――

◎会議時間延長の議決

○議長（大原 昇君） お諮りします。

もはや、４時近くになりましたが、あら

かじめ会議時間の延長をしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

―――――――――――――――――――

◎会議時間延長の宣告

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 一般質問

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 生産者の方

は、維持管理経費についてどの程度、末端

の負担が出てくるのだというような形の不

安が多いのだろうと思っています。

うちのほうも、古梅ダムを基本として、

積算をしていたところでありますけれど

も、先ほど言ったとおり、３６億円から９

０億円に工事費が上がったことによって、

受益地区が広がったものですから、美幌町

と大空町の維持管理の内容についての協議

が出てくる。そこの負担割合によって、維

持管理経費も変わってくるというのが、ま

ず一点と、それから古梅ダムの方式と違い

まして、電気料がどの程度かかるかという

のは、なかなかわからないと。その試算を

今、湧別町等々含めてどの程度の電気料を

見込んだ中で、維持管理経費を積算すべき

かということをやっておりますけども、大

体７月から８月にかけては、この程度の維

持管理経費について、美幌町で町として負

担をさせていただきますという数字はお示

しできるかなというふうに思っています。

できればもう少し持っていただきたいな

というふうに思っていますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私も美女地区と中

央地区が時期によっては、一緒にスタート

し、償還も一緒に出てくるというような状

況がありますので、その辺の心配もちょっ

とあって、今、経済部長も答弁させていた

だいたように、古梅ダムを使った畑地かん

がいの前例があるので、それに沿わなけれ

ばいけないだろうというような思いがあり

ます。

ただ、先ほど言ったように、３６億円で

計算するのと９０億円で計算するのとでは

全然違うわけです。だから私はまずこの調

査をやるということは一つの決断でありま

した。

そして、そのあと、２回目の決断は、こ

の９０億円でやるのか、もう少し下げて判

断してやるのかというと、非常につらいと

ころがあります。

多分、９０億円で計算してしまうと、生

産者は多分それは難しいというような話に

なると思いますので、開発にもそのことは

十分伝えてあります。ただ、２回目で決断

したというのは、９０億円というお話があ

りますけれども、それは開発にいろいろな

形でものを言ってきましたので、それはも

う我々も言い尽くしたと。あとは生産者の
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顔を浮かべて、どういう決断をするかとい

うことであります。

あとはもう一つ、土地改良区の部分もち

ょっと出てきますので、そこも最終的な詰

めをやりながらどの程度提示できるか。も

ちろん、安くしたいという思いがありま

す。町も負担しなければいけないので、町

の負担を下げないといけないというような

ことも含めて、９０億円ではなかなか厳し

いという話はしっかりと伝えながら、２回

目の判断をさせていただいたと。

３回目の判断はなるべくしたくないと思

っていますので、そういったことで御理解

をいただきたいとそのように思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） ７番早瀨仁志さ

ん。

○７番（早瀨仁志君） 話は理解できま

す。

ただ、９０億円の話は、畑地かんがいだ

けの金額ではなくて、用水路の改修工事も

あわせてのことだということなので、畑地

かんがいがいきなり９０億円になったとい

うのであれば、これは最初から話にならな

いと思うのですが、水田と絡み合いの数字

だということで理解しております。

それで、最後になりますけれども、北海

道開発局の人事のことで、文句を言っても

仕方がないのかなと思いますけれども、

我々としては、直接話ができるのは開発の

職員であったり、町の職員です。

町の職員というのは、しょっちゅう顔を

合わせるのですけれども、開発局というの

は、なかなかめったに顔を合わせない。そ

れが１年に１回ずつかわっていったら、お

そらく何回顔を合わせてもわからないとい

う状況なので、我々としてはこういう大事

な事業をやるとき、やはり、町としてもし

ょっちゅう職員がかわってほしくない。本

当は町としても懸念を感じるということな

ので、できればそういった職員は、長期と

は言わないですが、ある程度固定して、事

業に差し支えないように、人員配置をお願

いしたいということで、それについては町

として申し入れするという考えはないでし

ょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 他の機関のことで

すので、あまり強くは言えないのですけれ

ども、ただ、調査が入るまで３年間おかれ

ました。さきの政権のときで、３年間延ば

されました。

そのとき、北海道開発局の担当者に一所

懸命やっていただいたということでありま

すし、また担当者がかわっても、職員とし

ては一生懸命やっていただいていると思っ

ております。

ただ、経過をうまく引き継いでもらいた

いというところが、我々は一番望むところ

です。人がかわったから事業費も先ほどの

ようにがばっと上がるような、そういうこ

とでは我々としては納得できないというこ

とであります。

担当者がかわるのは組織の宿命だと思い

ますので、ただ、引き継ぎをしっかりやっ

ていただいて、その上で話がしっかりでき

るような体制をとっていただきたいという

のが我々の思いであります。早瀨議員と同

じ気持ちだと、そのように思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） これで、７番早瀨

仁志さんの一般質問を終わります。

以上で、本日の一般質問を終わります。

―――――――――――――――――――

◎散会宣告

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。御苦労さまで

した。

午後 ４時０６分 散会  
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